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一
衰
世
凱
政
権
の
経
済
政
策
の
性
格
f

林

原

文

子

【
要
約
】
　
震
世
事
政
無
下
の
実
業
政
策
は
、
近
代
経
済
発
展
の
一
要
因
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
実
効
性
に
つ
い
て
は
な
お
検
証
さ
れ
て
い
な
い
。

本
稿
は
、
鉄
道
擬
局
の
廃
止
か
ら
一
転
し
て
復
活
に
至
る
政
府
の
対
応
を
分
析
し
、
政
策
と
実
態
と
の
差
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
光
緒
二
八
（
一
九
〇
二
）
年
、
湖
広
総
督
張
之
洞
ら
は
地
方
財
源
と
し
て
櫨
漢
鉄
道
（
器
財
鉄
道
）
通
過
の
貨
物
に
、
従
価
二
・
五
％
の
貨
捕
（
鋳
金
）

を
賦
課
し
た
。
以
後
「
京
漢
金
運
」
が
幹
線
鉄
道
に
適
用
さ
れ
、
輸
送
コ
ス
ト
の
増
加
と
検
査
に
よ
る
遅
延
が
近
代
的
交
通
手
段
の
致
命
傷
と
な
る
。
一

九
　
二
年
末
、
江
蘇
都
督
が
上
浦
鉄
道
へ
の
灘
金
賦
課
を
中
央
に
申
請
す
る
と
、
交
通
部
は
「
寓
徴
於
運
」
（
藤
局
を
廃
止
し
路
局
が
運
賃
項
目
で
藤
金

分
を
代
理
微
震
す
る
）
方
式
を
提
議
し
た
。
財
政
部
、
歯
質
凱
臨
時
大
総
統
と
も
に
交
通
部
案
に
同
意
し
て
、
鉄
道
離
局
廃
止
案
は
＝
二
年
二
月
に
国
務

会
議
を
通
過
し
、
九
月
に
寂
黙
鉄
道
灘
局
の
撤
廃
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
五
年
三
月
目
財
政
総
長
周
学
煕
は
財
政
部
直
轄
に
よ
る
驚
局
の
復

活
を
申
請
し
、
翼
大
総
統
も
た
だ
ち
に
許
可
し
た
。
前
後
の
変
化
を
解
明
す
る
手
掛
は
六
月
に
発
生
し
た
交
通
弾
劾
事
件
で
あ
る
。
こ
の
過
程
で
周
学
照

は
さ
ら
に
、
交
通
部
要
人
を
「
抗
掲
」
（
麓
金
納
付
拒
否
）
を
理
由
に
告
発
し
た
。
政
界
を
震
憾
さ
せ
た
弾
劾
事
件
は
、
交
通
系
要
人
が
帝
制
支
持
に
ま

わ
る
と
同
輩
に
終
結
す
る
。
事
件
は
、
財
政
中
央
集
権
化
の
方
針
を
表
向
の
理
由
と
し
つ
つ
、
帝
制
を
も
く
ろ
む
婁
の
暗
黙
の
了
解
の
も
と
で
発
動
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
当
該
時
期
の
経
済
政
策
は
糞
政
権
の
政
治
的
枠
組
に
制
約
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
史
林
七
八
巻
二
号
　
一
九
九
五
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

中
国
近
代
経
済
の
持
続
的
発
展
を
跡
づ
け
よ
う
と
の
試
み
か
ら
、
近
年
、
民
族
産
業
の
「
黄
金
期
」
に
い
た
る
内
因
が
重
視
さ
れ
、
同
時
に

経
済
近
代
化
に
た
い
す
る
辛
亥
革
命
の
影
響
へ
の
関
心
と
も
重
な
り
、
民
国
初
期
に
お
け
る
経
済
発
展
の
要
因
に
つ
い
て
の
分
析
が
急
が
れ
て



い
る
。
民
置
数
年
間
に
、
年
平
均
で
清
末
に
倍
す
る
数
の
新
設
企
業
が
登
記
さ
れ
、
百
を
越
え
る
実
業
団
体
が
設
立
さ
れ
た
と
い
う
現
象
へ
の

説
明
と
し
て
、
同
時
期
の
中
央
政
府
の
経
済
政
策
、
な
か
で
も
、
民
間
の
企
業
設
立
・
営
業
の
自
由
を
保
障
し
た
「
商
業
注
冊
章
程
」
等
、
系

統
的
で
詳
細
か
つ
多
数
の
経
済
法
規
の
公
布
に
、
重
要
な
要
因
を
求
め
る
論
考
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
法
規
は
、
南

京
臨
時
政
府
の
実
業
部
、
震
世
凱
政
府
の
工
商
・
農
林
、
農
商
部
の
総
長
に
就
任
し
た
「
資
産
階
級
代
表
」
の
劉
揆
一
と
叢
叢
の
も
と
で
、
近

代
的
社
会
経
済
秩
序
を
建
設
す
る
役
割
を
果
し
た
と
い
う
。

　
資
本
主
義
経
済
の
発
展
に
と
っ
て
、
近
代
法
規
の
制
定
が
必
要
条
件
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
い
ま
ま
で
の

論
考
で
は
、
諸
法
規
の
効
果
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
に
断
片
的
な
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
く
に
婁
政
権
下
で
の
経
済
政
策
が
、

新
設
企
業
の
持
続
的
発
展
を
ど
う
保
障
し
た
の
か
、
資
本
主
義
の
基
盤
整
備
に
ど
の
程
度
効
力
を
発
揮
し
え
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
の
証
明
は

な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
小
論
で
は
、
資
本
の
迅
速
な
回
転
に
不
可
欠
な
鉄
道
に
つ
い
て
、
そ
の
障
害
と
な
る
謹
金
問
題
へ
の
婁
政
権

の
対
応
を
素
材
と
し
、
そ
の
経
済
政
策
の
意
味
を
問
い
な
お
し
て
み
た
い
。

津
浦
鉄
道
簾
局
の
設
置
と
廃
止

月浦鉄道盤金局の廃止と復活（林原）

　
（
【
）
　
清
末
、
鉄
道
麗
金
の
創
設
と
郵
伝
部

　
中
国
の
鉄
道
は
、
一
八
七
六
年
、
上
海
に
英
、
米
等
の
商
人
が
敷
設
し
た
十
三
㎞
の
呉
楽
鉄
道
を
植
下
と
し
て
、
」
八
八
○
年
か
ら
九
四
年

半
間
に
四
四
七
㎞
、
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
の
問
に
七
〇
〇
㎞
を
修
築
し
、
列
強
が
競
っ
て
借
款
供
与
を
は
じ
め
た
今
世
紀
初
頭
の
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
年
間
に
は
、
さ
ら
に
八
二
〇
〇
㎞
を
修
築
し
た
。
軍
事
目
的
か
ら
敷
設
し
た
も
の
も
多
い
が
、
客
観
的
に
は
近
代
的
な
国
内
市
場
形
成
、
対

外
貿
易
発
展
の
環
境
整
備
に
資
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
幹
線
鉄
道
は
そ
の
草
創
期
か
ら
壷
金
が
賦
課
さ
れ
た
。
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
地
方
督
撫
で
あ
る
。
光
緒
三
十
年
（
一
九
〇
四

年
）
の
望
薄
洞
（
湖
広
総
督
）
と
端
方
（
河
南
布
政
使
、
湖
北
巡
撫
、
湖
広
総
督
を
歴
任
）
の
上
奏
文
に
よ
れ
ば
、
二
十
八
年
五
月
、
盧
漢
鉄
道
（
の
ち
の
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二
陣
鉄
道
）
の
漢
口
・
河
南
省
信
託
問
の
開
通
に
伴
い
、
沿
線
各
魔
局
の
収
入
が
「
急
減
し
た
」
た
め
、
張
混
融
ら
が
湖
北
牙
楚
総
局
に
漢
口
地

方
へ
の
貨
累
損
設
概
を
命
じ
た
。
海
関
税
則
の
子
口
半
税
に
な
ら
な
い
従
価
二
・
五
％
の
貨
掲
を
一
回
徴
収
し
、
湖
北
、
河
南
に
お
い
て
は
重

複
し
て
課
税
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
当
初
、
内
外
の
商
人
は
納
税
を
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
総
税
務
司
ロ
バ
ー
ト
・
ハ
…
ト
の
協
力
を

得
、
ま
た
章
程
を
整
え
徐
々
に
効
果
を
お
さ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
数
ヵ
所
に
分
辛
を
設
置
し
、
収
入
は
湖
北
、
河
南
両
省
で
折
半
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

京
島
、
協
鮪
、
本
省
営
餉
等
に
ふ
り
わ
け
た
。
ま
た
、
警
告
（
黄
河
以
北
の
地
区
）
で
も
直
隷
総
督
が
河
南
巡
撫
に
謀
り
、
安
陽
駅
に
貨
掲
総
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
設
立
し
、
同
じ
く
従
価
二
・
五
％
の
貨
絹
を
徴
収
し
た
。

　
当
時
、
鉄
道
は
政
府
出
資
の
企
業
に
類
す
る
も
の
と
し
て
、
地
方
官
僚
が
監
督
権
を
握
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
通
過
す
る
地
域
の
督
撫
層

の
意
向
で
運
営
方
針
が
左
右
さ
れ
た
が
、
こ
の
上
奏
文
に
み
る
よ
う
に
、
答
電
洞
ら
は
流
通
経
済
上
の
意
義
よ
り
も
、
地
方
財
政
の
観
点
か
ら

貨
掲
局
を
創
設
し
た
の
で
あ
る
。
京
漢
鉄
道
は
以
後
、
南
北
両
段
で
直
豫
火
車
貨
擶
局
、
郭
豫
火
車
貨
漫
罵
が
各
々
従
価
二
・
五
％
を
徴
収
し
、

こ
の
京
漢
鉄
道
の
「
火
車
云
云
忍
法
」
が
「
成
案
」
と
し
て
、
各
省
に
お
け
る
鉄
道
楚
金
開
設
の
範
例
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
螢
金
制
度
自
体
の
廃
止
は
、
光
緒
二
八
年
の
通
商
条
約
改
訂
交
渉
を
契
機
に
、
裁
試
写
税
諸
費
と
し
て
本
格
的
に
論
議
さ
れ
は
じ
め
る
。
し

か
し
、
楚
金
収
入
を
管
轄
す
る
地
方
政
府
が
そ
の
廃
止
に
反
対
し
、
ま
た
代
替
財
源
と
な
る
加
税
（
輸
出
入
関
税
引
き
上
げ
）
に
つ
い
て
各
国
の
利

害
が
か
ら
み
、
問
題
解
決
の
目
途
は
容
易
に
た
た
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
清
末
、
鉄
道
董
金
に
つ
い
て
は
一
部
路
線
の
明
記
の
廃
止
や

税
率
軽
減
が
個
別
に
成
立
し
た
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
最
初
の
事
例
は
京
奉
鉄
道
だ
と
見
ら
れ
る
。
北
京
・
天
津
問
の
開
通
後
、
駅
近
辺
に
綿

油
が
設
置
さ
れ
て
運
行
に
支
障
を
来
し
た
た
め
、
路
局
（
鉄
道
局
）
の
提
議
に
よ
り
、
螢
局
を
撤
去
し
そ
の
虚
夢
と
し
て
、
二
九
年
三
月
よ
り
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

局
が
毎
月
千
百
両
を
負
担
す
る
こ
と
が
、
取
り
決
め
ら
れ
た
。
つ
い
で
三
二
年
（
一
九
〇
六
年
）
、
政
府
の
機
構
改
革
に
よ
っ
て
郵
伝
部
（
首
脳
は

嚢
世
凱
、
唐
紹
儀
、
梁
士
詰
ら
）
が
成
立
し
、
路
政
司
ほ
か
四
司
が
、
鉄
道
、
海
運
、
電
信
、
郵
便
の
四
政
を
尊
門
に
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

路
政
司
の
も
と
に
は
回
路
提
調
処
を
改
組
し
た
鉄
路
総
局
（
一
九
〇
七
1
＝
年
の
聞
、
漏
話
詰
が
初
代
局
長
）
が
設
置
さ
れ
、
同
局
が
郵
伝
部
歳
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
九
五
％
余
を
提
供
し
て
部
の
な
か
の
主
要
な
機
構
と
な
る
。
こ
う
し
て
中
枢
機
関
が
成
立
し
鉄
道
管
理
の
中
央
化
が
は
か
ら
れ
る
と
と
も
に
、
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沖上鉄道麓金局の廃止と復活（林原）

経
営
改
善
の
動
き
も
活
発
化
し
た
。
京
奉
鉄
道
は
さ
ら
に
南
満
鉄
道
と
の
競
争
の
必
要
か
ら
、
宣
統
元
年
（
｝
九
〇
九
年
）
、
郵
伝
部
が
左
参

議
・
鉄
路
総
局
局
長
梁
警
語
を
錦
新
営
口
道
の
も
と
に
派
遣
し
、
溝
奮
子
駅
の
税
局
撤
去
に
つ
い
て
直
接
交
渉
を
行
わ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
毎

年
京
要
路
局
か
ら
溝
生
子
税
局
に
五
千
両
を
納
付
す
る
案
に
同
意
を
取
り
つ
け
、
奉
天
督
撫
の
許
可
を
得
て
十
月
、
奉
天
・
営
口
間
の
課
税
は

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
京
終
鉄
道
で
は
、
開
通
直
後
、
張
独
口
税
関
が
宣
化
な
ど
に
分
局
下
を
設
置
し
て
難
事
を
開
始
し
、
宣
統
元
年
八
月

に
は
、
直
隷
総
督
端
方
も
豊
台
、
離
家
口
に
設
得
し
貨
掲
を
徴
収
し
た
。
郵
伝
部
・
路
局
は
た
だ
ち
に
直
隷
総
督
に
は
か
り
、
同
年
十
月
、
両

国
損
徳
を
「
調
査
賢
宰
局
」
に
改
め
、
貨
掲
の
徴
収
は
停
止
し
て
検
査
の
み
を
行
い
、
該
局
員
を
路
局
が
管
理
し
て
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
⑦

と
で
合
意
を
見
た
。
濾
寧
鉄
道
の
場
合
、
最
初
に
改
善
を
要
請
し
た
の
は
、
借
款
を
供
与
し
た
中
英
銀
行
公
司
で
あ
る
。
濾
寧
借
款
契
約
書
ナ

四
条
に
「
鉄
路
税
壷
は
善
法
を
妥
書
す
」
と
の
一
項
が
あ
り
、
こ
れ
を
根
拠
に
光
熱
三
四
年
、
同
公
司
代
表
が
、
航
運
に
対
抗
す
る
た
め
鉄
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

麓
金
の
改
善
を
求
め
た
。
そ
こ
で
郵
伝
部
は
、
江
蘇
督
撫
と
協
議
を
行
い
、
税
率
を
軽
減
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
若

干
の
成
功
例
は
あ
る
も
の
の
、
鉄
道
号
旗
が
全
体
と
し
て
改
善
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
京
漢
鉄
道
で
は
、
課
税
開
始
の
当
初
か
ら
、
脱
税
予

防
・
検
査
の
権
限
、
罰
則
規
定
（
貨
物
拘
留
）
の
可
否
、
課
税
基
準
で
あ
る
貨
物
価
格
の
算
定
法
な
ど
を
め
ぐ
り
、
螢
局
と
詳
伝
部
・
路
局
と
の

間
で
た
び
た
び
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
た
。
光
緒
三
四
年
、
郵
伝
部
侍
郎
沈
黙
演
が
湖
北
護
督
請
文
鼎
と
面
談
し
、
直
隷
、
湖
北
、
河
南
三
省
の

貨
掲
の
一
律
廃
止
、
貨
摘
収
入
分
の
郵
伝
部
に
よ
る
補
填
を
提
案
し
た
。
し
か
し
宣
統
二
年
頃
ま
で
三
省
督
撫
と
協
議
を
重
ね
た
が
、
ド
ル
箱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
な
る
べ
き
路
線
の
微
税
権
に
督
撫
が
固
執
し
た
た
め
、
つ
い
に
撤
廃
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

　
上
記
の
事
例
は
、
郵
伝
部
の
鉄
道
行
政
へ
の
一
定
の
影
響
力
を
示
す
と
と
も
に
、
壷
金
問
題
が
な
お
地
方
督
撫
贋
と
の
力
関
係
に
大
き
く
左

右
さ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
の
個
別
交
渉
の
段
階
に
期
を
画
し
た
の
は
、
辛
亥
革
命
で
あ
っ
た
。
革
命
直
後
、
「
軍
政
府
は
民
心
収

撹
の
目
的
を
以
て
」
董
金
の
廃
止
を
布
告
し
、
ほ
ど
な
く
「
各
省
共
財
政
困
難
の
た
め
に
亦
壷
金
の
回
復
を
計
画
し
た
り
」
と
、
施
策
の
混
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ぶ
り
が
伝
え
ら
れ
た
が
、
「
清
朝
枇
政
の
＝
で
あ
る
燧
金
は
、
革
命
の
成
果
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
官
民
双
方
が
そ
の
廃
止
を
実
現
せ
ず

に
は
お
け
な
い
課
題
で
あ
っ
た
。
本
稿
が
分
析
の
対
象
と
し
た
津
浦
鉄
道
が
竣
工
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
な
状
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況
下
で
あ
っ
た
。

　
（
二
）
　
交
通
部
、
財
政
部
と
四
省
都
督

　
本
題
に
入
る
前
に
、
津
浦
鉄
道
の
経
済
的
位
置
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
津
浦
鉄
道
は
、
天
津
と
南
京
対
岸
の
浦
口
を
結
ぶ
、
幹
線
の

延
長
一
〇
一
〇
㎞
の
鉄
道
で
あ
る
。
江
蘇
候
補
道
軍
閥
が
国
内
資
本
と
一
部
米
国
資
本
に
よ
る
設
置
を
計
画
し
、
一
八
九
八
年
目
敷
設
権
を
賦

与
さ
れ
た
の
に
端
を
発
す
る
。
そ
の
直
後
、
英
、
独
が
敷
設
権
を
要
求
し
裁
可
さ
れ
た
の
に
対
し
、
日
露
戦
争
後
、
山
東
、
江
蘇
、
直
隷
三
省

の
紳
商
に
よ
る
利
権
回
収
運
動
が
起
こ
っ
た
。
結
局
、
清
朝
政
府
が
敷
設
権
を
保
有
し
、
南
段
（
浦
口
・
利
国
駅
間
。
江
蘇
、
安
徽
部
分
）
は
英
資

本
、
北
段
（
天
津
・
韓
荘
間
。
直
隷
、
山
東
等
分
）
は
独
資
本
を
導
入
し
て
建
設
し
、
一
九
一
二
年
（
民
國
元
年
）
に
全
線
が
開
通
し
た
。
北
京
・
漢
口

を
結
ぶ
皇
漢
鉄
道
と
並
ん
で
、
北
は
京
零
屋
に
連
な
り
南
は
濾
寧
線
に
接
し
、
揚
子
江
流
域
と
、
西
北
に
広
大
な
後
背
地
を
ひ
か
え
る
首
都
圏

と
を
結
ぶ
縦
断
幹
線
で
あ
る
。
当
時
、
大
運
河
は
堆
積
の
た
め
、
小
汽
船
が
通
行
で
き
る
範
囲
は
、
天
津
・
泉
州
間
の
五
八
四
華
里
と
鎮
江
・

清
江
浦
間
の
三
〇
〇
華
麗
に
限
ら
れ
て
お
り
、
天
清
・
徳
州
間
も
冬
季
数
ヵ
月
間
は
水
量
が
減
少
し
か
つ
凍
結
し
て
航
行
で
き
な
か
っ
た
。
ま

た
帆
船
で
は
、
逆
風
の
場
合
、
苦
力
の
三
更
に
依
存
す
る
た
め
鎮
江
か
ら
天
津
ま
で
（
二
二
〇
〇
華
里
）
、
　
一
ヵ
月
以
上
を
要
し
た
。
こ
れ
に
た

い
し
墨
金
鉄
道
に
よ
れ
ば
、
天
津
・
浦
口
間
の
所
要
時
間
は
週
一
回
の
全
線
急
行
便
で
二
五
時
間
三
周
分
、
一
日
一
回
の
全
線
（
直
通
）
普
通
便

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

で
三
一
時
間
に
短
縮
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
開
通
は
流
通
経
済
上
、
多
大
の
効
果
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
主
要
な
駅
は
、
天
津
、

徳
州
、
済
南
画
、
泰
安
府
、
菟
州
府
、
臨
城
、
徐
州
府
、
福
履
集
、
固
鎮
、
蛙
阜
、
明
光
、
源
州
、
浦
鎮
、
浦
口
等
の
二
五
の
駅
で
、
中
小
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

駅
五
七
を
合
わ
せ
、
平
均
し
て
約
十
二
・
五
㎞
ご
と
に
一
つ
の
駅
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
全
国
幹
線
に
お
け
る
輸
送
貨
物
の
内
訳
を
積
載
重

量
で
表
す
と
、
一
九
一
六
年
か
ら
三
六
年
に
至
る
間
、
約
半
分
が
鉱
産
物
（
主
に
石
炭
）
で
あ
り
、
農
産
物
（
主
に
大
豆
、
小
麦
、
綿
花
）
と
あ
わ
せ

て
第
一
次
産
品
が
七
割
前
後
を
占
め
、
工
業
製
品
は
一
割
強
で
あ
っ
た
。
津
浦
鉄
道
も
当
面
、
沿
線
で
産
出
、
集
荷
さ
れ
る
石
炭
と
穀
類
、
綿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

花
等
の
農
産
物
、
お
よ
び
塩
、
土
布
、
絹
織
物
等
の
流
通
、
輸
出
促
進
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
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津浦鉄道麓金局の廃止と復活（林原）

　
直
言
鉄
道
に
た
い
し
て
も
、
省
当
局
は
地
方
税
収
確
保
の
た
め
、
開
通
と
同
時
に
壷
金
を
賦
課
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
清
末
と

は
異
な
り
、
地
方
の
財
政
観
点
の
要
請
が
そ
の
ま
ま
、
容
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
政
府
関
係
部

局
の
対
応
、
国
務
会
議
の
決
議
、
大
総
統
の
見
解
を
通
し
、
民
初
、
撤
廃
に
至
る
ま
で
の
過
程
と
要
因
を
追
っ
て
い
く
。
な
お
商
民
の
反
対
運

動
も
撤
廃
へ
の
要
因
と
し
て
軽
視
で
き
な
い
が
、
紙
幅
の
関
係
で
概
略
に
触
れ
る
に
と
ど
め
、
詳
細
は
礎
稿
に
譲
り
た
い
。

　
政
府
に
董
金
局
設
置
を
提
議
し
た
の
は
江
蘇
都
督
程
徳
全
で
あ
る
。
全
線
の
開
通
を
数
ヵ
月
後
に
ひ
か
え
た
一
九
一
二
年
五
月
下
旬
、
程
徳

全
は
財
政
部
に
「
当
然
、
南
段
の
江
蘇
省
管
轄
区
域
で
要
地
を
選
び
面
骨
を
設
立
し
貨
摘
を
徴
収
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
打
電
し
、
津
浦
路
督

辮
へ
の
通
知
を
要
請
し
た
。
財
政
部
は
た
だ
ち
に
「
京
漢
成
案
を
援
用
し
直
、
魯
、
碗
三
省
と
合
辮
す
る
よ
う
」
、
君
徳
全
に
返
電
す
る
と
と

も
に
、
交
通
部
に
こ
の
旨
、
春
文
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
た
交
通
部
は
年
来
の
主
張
を
展
開
し
、
六
月
五
日
付
の
公
文
で
こ
う
反

駁
し
た
。
「
鉄
路
貨
掲
は
鉄
道
を
蝕
む
悪
政
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
各
路
は
歴
年
大
い
に
影
響
を
受
け
、
商
民
も
ま
た
多
く
反
対
し
て
い
る
。

民
国
の
初
学
、
大
い
に
一
掃
し
な
け
れ
ば
、
路
政
は
将
来
永
久
に
発
達
で
き
な
い
。
…
…
又
、
江
寧
免
董
の
一
件
は
、
さ
き
に
す
で
に
爾
京
財

政
部
が
宣
布
し
た
」
と
新
体
制
下
で
の
抜
本
的
改
革
の
必
要
を
述
べ
、
交
通
墨
壷
と
し
て
「
寓
徴
於
運
」
（
微
税
を
運
賃
に
寓
す
る
）
方
式
、
す

な
わ
ち
設
局
の
議
を
取
り
消
し
、
代
わ
っ
て
路
局
が
鉄
道
運
賃
に
若
干
額
を
上
乗
せ
し
て
運
賃
項
目
で
徴
収
し
、
増
収
分
を
四
面
に
分
配
す
る

方
式
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
螢
局
員
に
よ
る
不
当
な
貨
物
拘
留
・
賄
賂
の
要
求
は
一
掃
さ
れ
、
商
民
、
路
政
に
有
益
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
運
賃
の
収
入
増
加
が
見
込
ま
れ
税
収
に
と
っ
て
も
有
利
で
あ
る
と
、
そ
の
利
点
を
説
い
て
い
た
。
こ
れ
に
た
い
し
財
政
部
は
、
現
在
、

歳
入
不
足
が
深
劾
で
裁
箆
実
施
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
こ
と
、
一
律
に
重
量
を
基
準
と
す
る
運
賃
の
割
り
増
し
は
、
価
格
を
基
準
と
す
る
課
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

原
則
に
合
致
し
な
い
と
の
理
由
で
、
な
お
京
漢
回
読
章
程
に
拠
る
べ
き
こ
と
を
回
答
し
た
。

　
こ
の
運
賃
上
乗
せ
方
式
と
は
、
清
末
以
来
、
郵
伝
・
交
通
部
が
各
方
面
と
鉄
道
董
金
の
改
善
交
渉
を
重
ね
る
過
程
で
到
達
し
た
案
で
あ
る
。

既
述
の
よ
う
に
、
路
局
が
一
定
額
を
各
省
に
補
填
し
董
局
を
廃
止
す
る
方
式
は
、
面
繋
鉄
道
の
一
部
区
間
に
つ
い
て
実
現
し
た
。
重
扇
鉄
道
は

こ
の
方
式
に
よ
る
解
決
に
失
敗
す
る
が
、
そ
の
際
、
督
撫
の
、
定
額
で
は
税
収
増
加
が
望
め
な
い
と
い
う
反
対
理
由
に
、
爵
号
部
は
、
「
税
収
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⑮

の
額
を
運
賃
収
入
額
に
照
ら
し
一
つ
の
割
合
を
定
め
て
よ
い
」
と
の
、
新
た
に
定
率
に
よ
る
方
法
を
示
す
対
案
を
出
し
て
い
た
。
宣
統
三
年
十

一
月
、
郵
伝
部
は
問
題
の
全
面
的
な
解
決
を
は
か
る
た
め
、
各
路
局
に
縫
金
の
詳
細
な
調
査
を
行
わ
せ
る
。
そ
の
指
示
器
の
中
で
は
、
「
路
局

が
（
従
来
の
驚
金
税
を
）
代
理
徴
収
す
る
方
法
」
の
ほ
か
に
、
「
運
賃
の
中
に
総
括
す
る
方
法
」
を
挙
げ
て
お
り
、
定
額
が
定
率
か
に
は
触
れ
て
い

な
い
が
、
麓
金
の
名
目
を
消
去
し
て
運
賃
項
目
で
徴
収
す
る
「
寓
徴
遺
影
」
方
式
を
こ
の
と
き
提
示
し
て
い
た
。
民
国
に
入
り
改
革
気
運
の
高

ま
る
な
か
、
一
九
＝
一
年
二
月
目
鉄
路
総
局
局
長
葉
恭
紳
が
墨
金
撤
廃
の
意
見
書
を
作
成
し
、
交
通
部
か
ら
臨
時
政
府
籠
備
処
に
提
出
し
た
。

こ
の
な
か
で
建
雷
し
た
三
項
目
老
は
、
一
、
根
本
策
と
し
て
の
免
壷
加
税
、
二
、
呂
前
の
計
と
し
て
半
年
か
一
年
の
各
種
全
量
の
免
除
、
三
、

鉄
道
縫
摘
の
停
止
免
除
で
あ
る
。
と
く
に
第
三
の
鉄
道
萱
絹
は
最
後
に
あ
ら
わ
れ
た
悪
税
の
一
つ
で
あ
り
、
先
に
停
止
免
除
す
べ
き
で
あ
る
と

し
、
「
最
近
三
年
の
鉄
道
貨
損
実
収
の
平
均
か
ら
年
間
税
収
の
基
準
を
定
め
、
…
…
路
局
が
、
徴
収
す
べ
き
董
掲
を
運
賃
の
中
に
含
ま
せ
、
一

度
に
代
理
徴
収
す
る
」
と
、
こ
こ
で
も
「
寓
徴
於
運
」
案
を
示
し
て
い
る
。
六
月
、
さ
き
の
各
路
線
か
ら
の
調
査
報
告
が
届
く
と
、
交
通
部
路

政
司
が
「
寓
微
於
運
辮
法
」
を
提
議
し
、
葉
恭
紳
以
下
十
数
名
に
よ
る
討
議
を
経
て
、
七
月
目
路
政
司
か
ら
総
長
に
具
体
案
を
提
出
し
た
。
そ

れ
に
は
「
代
徴
」
と
「
包
絹
」
の
二
方
法
を
併
記
し
比
較
し
て
い
る
。
前
老
は
、
路
局
が
運
賃
徴
収
時
に
、
「
貨
等
税
則
」
に
照
ら
し
た
従
来

の
税
額
を
付
帯
徴
収
し
各
省
に
納
付
す
る
方
法
で
あ
る
。
後
者
は
、
各
藩
省
の
十
年
内
薙
絹
収
入
の
平
均
値
か
ら
割
合
を
決
め
、
そ
の
壷
捕
の

額
を
「
運
賃
内
に
含
ま
せ
て
」
徴
収
す
る
方
法
で
あ
り
、
損
益
に
関
わ
ら
ず
路
局
が
請
け
負
う
定
額
に
よ
る
方
式
で
あ
る
。
そ
し
て
路
政
司
内

の
見
解
と
し
て
、
後
者
の
「
寓
徴
於
運
」
が
官
民
双
方
に
有
益
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
。
さ
ら
に
八
月
、
交
通
部
内
で
京
漢
路
局
関
係
者
を

含
め
「
里
馬
於
運
」
法
を
再
検
討
し
た
結
果
、
運
賃
項
目
で
一
定
率
を
付
加
し
、
過
去
の
鉄
道
萱
金
の
徴
収
額
か
ら
算
定
し
て
、
そ
の
率
を
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

賃
の
七
％
と
す
る
案
を
決
定
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
五
月
に
識
量
鉄
道
の
董
局
設
置
申
請
が
出
さ
れ
た
段
階
で
、
定
額
か
定
率
か
は
未
定
な
が

ら
、
螢
局
の
廃
止
と
路
局
に
よ
る
運
賃
名
目
で
の
微
収
と
い
う
基
本
案
は
、
す
で
に
交
通
部
内
で
か
た
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
話
を
戻
せ
ば
、
董
局
設
置
を
申
請
し
た
江
蘇
省
で
は
財
政
部
の
意
向
を
確
認
し
た
た
め
か
、
財
政
司
が
、
六
合
螢
捕
局
長
の
浦
口
へ
の

設
局
申
請
を
認
可
し
た
。
南
段
局
長
陶
遜
の
訴
え
を
受
け
た
交
通
部
は
、
た
だ
ち
に
財
政
部
に
、
江
蘇
都
督
へ
の
設
局
取
り
消
し
通
知
を
要
請
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⑰

す
る
と
と
も
に
、
六
月
二
十
日
、
江
蘇
都
督
に
直
接
打
電
し
「
路
局
が
徴
税
を
請
負
い
、
貴
省
に
配
分
送
金
す
る
」
と
し
て
、
さ
き
の
財
政
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

宛
文
書
と
同
じ
く
運
賃
上
乗
せ
方
式
を
提
示
す
る
。
交
通
部
は
さ
ら
に
財
政
部
の
懸
念
に
対
し
、
鉄
道
運
賃
は
貨
物
の
等
級
、
重
量
、
距
離
の

三
要
素
を
梢
乗
さ
せ
て
お
り
、
運
賃
を
基
準
に
し
て
も
課
税
原
則
と
は
矛
盾
し
な
い
と
理
解
を
求
め
、
ま
た
毎
年
二
百
余
分
に
の
ぼ
る
京
華
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
貨
掲
に
よ
る
損
失
を
挙
げ
て
壷
局
撤
廃
が
不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
し
、
両
部
の
会
談
を
提
案
し
た
。
交
通
部
の
主
張
を
受
け
て
、
財
政
部
は

早
い
段
階
で
運
賃
上
乗
せ
方
式
の
検
討
に
傾
く
。
七
月
初
め
に
は
財
政
部
は
交
通
愚
盲
の
書
簡
で
、
同
方
式
は
郵
伝
部
以
来
検
討
を
重
ね
た
案

で
あ
る
か
ら
に
は
確
か
に
見
込
み
が
あ
ろ
う
と
、
各
都
督
と
の
協
議
に
備
え
徴
収
方
法
の
具
体
案
を
決
め
て
も
ら
い
た
い
と
回
答
し
、
四
省
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

督
に
た
い
し
て
は
設
局
稽
税
の
暫
時
延
期
を
通
知
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
交
通
部
は
さ
う
そ
く
細
則
の
検
討
に
は
い
る
が
、
都
督
側
は
財
政
部
の
方
針
変
更
を
知
っ
て
独
自
の
態
度
を
表
明
し
た
。
七
月
下
旬
、
三
徳

全
は
三
省
都
督
と
意
見
交
換
の
う
え
財
政
部
に
打
電
し
、
運
賃
上
乗
せ
方
式
は
課
税
原
則
に
適
合
せ
ず
路
政
の
み
を
考
慮
し
た
方
法
で
あ
る
、

財
政
に
は
各
省
都
督
も
責
任
が
あ
り
財
源
の
逼
迫
に
際
し
固
有
の
税
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
な
お
も
重
々
成
案
を
援
用
し
一
年
間

試
行
す
べ
き
で
あ
る
と
、
地
方
税
収
に
帰
す
る
董
金
の
徴
収
権
を
申
し
立
て
た
。
同
時
に
、
四
五
代
表
が
済
爾
で
徴
税
実
施
の
相
談
を
し
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

と
、
省
主
導
の
方
向
に
同
意
を
求
め
た
。

　
中
央
対
地
方
の
様
相
を
呈
す
る
な
か
で
、
問
題
は
交
通
部
か
ら
国
務
会
議
に
提
出
さ
れ
、
四
三
代
表
と
中
央
関
係
部
局
が
北
京
で
特
別
委
員

会
を
組
織
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
、
直
隷
、
山
東
の
委
員
各
一
名
、
江
蘇
の
三
名
、
安
徽
の
二
名
が
北
京
に
参
集
し
た
。

直
隷
委
員
の
胡
駕
林
、
山
東
の
曹
堀
は
の
ち
津
浦
鉄
道
北
段
の
直
東
貨
税
総
局
の
責
任
者
に
、
安
徽
委
員
の
黄
赤
邊
も
浦
口
貨
掴
局
長
に
な
る

人
物
で
あ
る
。
ま
た
江
蘇
委
員
の
慮
想
善
は
江
蘇
財
政
司
科
員
で
、
財
政
司
次
長
金
聾
が
済
南
会
議
代
表
に
も
推
薦
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

一
方
、
交
通
部
は
、
董
金
改
革
論
者
で
あ
る
路
政
司
長
葉
恭
紳
以
下
五
名
、
財
政
部
は
二
名
を
派
遣
し
、
予
備
的
に
談
話
会
が
持
た
れ
た
。
交

通
部
の
思
惑
で
は
、
運
賃
上
乗
せ
方
式
を
協
議
す
る
た
め
の
会
議
で
あ
り
、
事
前
に
四
省
都
督
に
詳
細
な
説
明
を
送
付
し
検
討
を
依
頼
し
て
い

　
⑳

た
が
、
上
京
し
た
四
省
委
員
の
目
論
見
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
ま
ず
表
決
方
法
を
め
ぐ
っ
て
四
聖
側
は
各
部
各
省
一
票
の
権
利
を
要
求
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し
、
一
方
、
部
の
委
員
は
協
議
後
合
同
で
草
案
を
作
成
し
、
決
定
は
国
務
会
議
に
委
ね
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
四
葉
委
員
は
、
設
局
稽

税
を
話
し
舎
う
の
で
な
け
れ
ば
議
事
を
進
行
で
き
な
い
と
突
っ
ぱ
ね
た
た
め
、
韮
式
会
議
を
開
け
な
い
ま
ま
十
月
末
、
四
省
委
員
は
北
京
を
離

　
　
　
　
　
　
㊧

れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
結
末
を
み
て
江
蘇
都
督
程
徳
全
、
安
徽
都
督
撰
文
蔚
は
つ
い
に
連
名
で
、
浦
口
に
新
関
を
設
立
し
、
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

よ
り
京
漢
鉄
道
の
「
邪
豫
鉄
路
世
事
成
案
」
に
照
ら
し
て
従
価
二
・
五
％
の
貨
税
を
徴
収
す
る
と
の
告
示
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
会
議
決
裂
に
よ
っ
て
地
方
の
強
硬
な
姿
勢
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
た
だ
、
会
議
に
出
席
し
た
財
政
司
職
員
や
董
局
関
係
者
の
立
場
と
都
督

の
見
解
に
は
、
や
や
ず
れ
が
み
ら
れ
る
。
財
政
司
次
長
呼
量
の
財
務
行
政
の
方
策
は
「
薫
掛
を
以
て
目
的
と
し
」
、
聚
敏
の
た
め
に
は
楚
乗
で

税
金
を
取
り
立
て
る
の
が
上
策
だ
と
考
え
て
お
り
、
財
政
司
は
さ
ら
に
属
吏
や
身
内
、
知
人
に
ポ
ス
ト
を
世
話
す
る
（
「
調
剤
属
員
、
位
置
厳
局
員

司
、
位
置
私
人
」
）
た
め
に
壷
局
雫
開
設
に
固
執
し
た
と
見
ら
れ
て
い
た
。
事
実
、
新
設
な
っ
た
浦
口
の
貨
掲
局
長
に
就
任
し
た
の
は
、
金
鼎
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

推
薦
を
受
け
た
黄
赤
逞
と
江
蘇
財
政
司
科
員
・
「
寧
紳
」
戴
経
禽
（
盧
想
善
と
と
も
に
済
南
会
議
代
表
予
定
者
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
都
督

は
運
賃
上
乗
せ
案
そ
の
も
の
に
、
全
面
的
に
反
対
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
ま
ず
、
直
隷
、
山
東
両
都
督
は
八
月
頃
、
同
案
に
「
極
力
賛
助
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
と
い
う
報
道
が
あ
り
、
山
東
都
督
素
馨
斉
の
政
治
的
立
場
h
始
終
凱
派
。
裳
の
与
党
で
あ
る
共
和
党
、
の
ち
進
歩
党
）
か
ら
み
て
、
考
え
得
る
対

応
で
あ
る
。
ま
た
程
徳
全
（
共
和
党
）
は
、
税
収
確
保
を
条
件
に
現
実
的
解
決
を
は
か
る
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
委
員
出
京
を
遺
憾
と
す
る
財

政
・
交
通
両
部
の
打
電
に
た
い
し
、
「
十
月
三
十
日
、
三
浦
南
段
に
開
局
し
た
。
…
…
こ
れ
は
財
政
困
窮
に
よ
る
や
む
な
き
措
置
で
あ
る
。
…
…

運
賃
上
乗
せ
方
式
の
実
施
の
日
を
待
っ
て
こ
の
項
の
摘
局
は
撤
廃
す
る
」
と
回
答
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
一
九
＝
一
年
の
統
計
で
江
蘇
省
歳
入
は
、
各
省
中
最
多
の
一
四
七
六
万
余
元
で
あ
る
。
し
か
し
収
入
の
中
心
で
あ
る
田
賦
と
貨
物
税
・
董
金

の
う
ち
、
田
賦
は
革
命
以
来
一
律
に
二
割
を
免
除
し
付
加
税
も
削
除
し
た
等
の
事
清
で
大
幅
な
減
収
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
軍
事
費
の
膨
張
で

六
月
以
来
、
軍
隊
へ
の
給
料
欠
配
の
事
態
を
招
い
て
い
た
。
程
徳
全
は
外
国
銀
行
か
ら
の
五
十
万
元
の
借
款
や
紙
幣
百
万
元
の
発
行
な
ど
を
も

く
ろ
む
が
、
「
軍
人
の
反
乱
が
憂
慮
さ
れ
る
」
切
迫
し
た
情
況
を
打
開
で
き
な
い
で
い
た
。
こ
の
た
め
実
収
約
三
二
〇
万
元
の
貨
物
税
・
籔
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
不
可
欠
の
財
源
で
あ
り
、
か
つ
緊
急
避
難
的
に
も
鉄
道
螢
局
の
設
置
は
猶
予
で
き
な
い
措
置
だ
っ
た
。
程
都
督
は
ま
た
藪
局
の
弊
害
も
承
知
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し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
省
財
政
収
入
の
保
証
さ
え
あ
れ
ぼ
、
設
局
自
体
に
は
柔
軟
に
対
応
す
る
用
意
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
十
一
月
、
交
通
部
は
路
政
司
長
葉
恭
紳
を
山
東
、
江
蘇
に
派
遣
し
、
都
督
周
自
斉
、
三
徳
全
と
面
談
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
両
都
督
は
運
賃
上

乗
せ
案
の
検
討
に
同
意
し
た
。
ほ
ど
な
く
津
重
出
段
で
の
徴
税
を
決
定
し
て
い
た
直
隷
、
山
東
都
督
は
、
薩
州
駐
局
委
員
に
実
施
の
暫
時
延
期

を
命
じ
て
い
る
。
交
通
部
は
そ
こ
で
「
寓
徴
於
運
辮
法
草
案
」
を
取
り
決
め
、
薫
習
都
督
に
承
諾
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
の
で

あ
る
。

　
交
通
部
、
都
督
間
の
直
接
交
渉
が
進
捗
し
て
い
た
と
き
、
現
場
で
は
落
語
の
増
設
を
契
機
に
商
民
の
不
満
が
一
挙
に
噴
出
し
た
。
十
一
月
二

六
日
、
浦
口
か
ら
三
十
里
の
浦
曲
に
金
湯
門
歯
局
が
開
設
さ
れ
る
と
、
当
日
午
後
、
商
民
数
百
人
が
同
色
局
に
押
し
か
け
局
を
打
ち
壊
し
た
。

事
件
は
、
背
徳
全
が
派
遣
し
た
軍
の
圧
力
の
前
に
、
数
臼
後
、
沈
静
化
し
た
。
し
か
し
商
民
は
沈
黙
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。
お
り
し
も

北
京
で
開
催
さ
れ
て
い
た
工
商
部
主
催
の
全
国
工
商
会
議
に
、
下
関
商
会
等
が
鉄
道
悪
戯
の
撤
廃
と
運
賃
上
乗
せ
方
式
を
提
議
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
大
会
期
間
中
、
参
加
四
十
余
の
商
会
が
中
華
全
国
商
会
聯
合
会
を
結
成
し
て
商
工
業
者
層
の
結
集
を
は
か
り
、
会
議
後
に
は
五
十
余
の

商
工
団
体
の
代
表
が
連
名
で
、
内
地
関
税
廃
止
の
請
願
書
を
政
府
に
提
出
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
一
時
延
期
が
伝
え
ら
れ
た
北
面
で
も
徴

税
が
実
施
さ
れ
る
。
直
隷
、
山
菓
両
都
督
が
十
一
月
二
十
日
、
徳
州
に
直
東
貨
税
総
局
を
設
立
し
、
東
段
が
十
二
月
一
日
、
心
象
が
翌
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

一
日
に
徴
税
を
開
始
し
た
。
程
導
管
が
直
、
魯
、
院
三
省
に
打
電
し
、
「
中
央
各
部
が
加
税
の
実
施
前
に
裁
蟹
を
提
議
す
る
な
ら
、
必
ず
部
が

巨
額
の
軍
事
費
を
補
填
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
さ
も
な
け
れ
ば
貨
掲
貢
収
を
堅
持
す
る
」
と
方
針
を
確
認
し
て
い
た
よ
う
に
、
税
収
の
確
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
優
先
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
段
に
お
い
て
も
商
民
は
徴
税
に
承
服
せ
ず
、
天
津
商
務
総
会
を
中
心
に
、
都
督
、
交
通
部
に
再
三
、
撤
廃
要

求
を
提
出
し
、
ま
た
南
北
両
段
の
商
民
の
連
携
に
よ
っ
て
運
動
を
進
め
る
方
針
を
決
定
し
た
。

　
交
通
部
は
、
こ
う
し
た
全
国
実
業
界
の
廃
止
要
求
を
背
景
に
、
都
督
の
一
定
の
了
解
を
取
り
つ
け
た
う
え
で
問
題
を
国
務
会
議
の
場
に
提
出

し
た
。
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（
三
）
　
国
務
会
議
決
定
と
撤
廃
の
実
現

　
一
九
＝
二
年
二
月
、
交
通
部
は
、
津
浦
鉄
道
国
璽
の
撤
廃
と
運
賃
上
乗
せ
方
式
の
採
用
を
国
務
会
議
に
提
議
し
た
。
総
長
朱
啓
針
の
国
務
会

議
へ
の
意
見
書
に
よ
れ
ば
提
出
の
提
拠
と
し
て
、
臨
時
大
総
統
に
た
び
た
び
面
談
し
「
賛
許
を
賜
っ
た
」
、
四
周
都
督
に
は
理
由
を
説
明
し
、

財
政
補
填
を
条
件
に
賛
同
を
得
て
い
る
、
さ
ら
に
各
省
商
会
が
運
賃
上
乗
せ
方
式
の
実
施
を
求
め
矢
の
催
促
で
あ
る
、
昨
年
、
工
商
大
会
代
表

の
董
摘
撤
廃
の
請
願
に
対
し
財
政
部
が
、
補
填
方
法
が
あ
る
な
ら
考
慮
す
る
と
の
回
答
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
点
を
挙
げ
て
い
た
。
実
施
方

法
は
、
課
税
対
象
貨
物
の
運
送
費
の
六
％
を
運
賃
に
上
乗
せ
し
、
路
局
が
請
け
負
い
徴
収
す
る
も
の
で
、
六
％
の
数
字
は
、
貨
掲
徴
収
実
績
の

あ
る
京
樽
線
を
例
に
、
三
年
間
の
貨
掲
収
入
が
当
該
貨
物
運
送
収
入
に
占
め
る
比
率
か
ら
割
り
出
し
た
。
さ
ら
に
注
鼠
す
べ
き
は
、
提
案
し
た

要
項
六
条
の
第
一
条
に
、
「
各
処
の
鉄
道
沿
線
の
董
局
（
の
ち
路
線
附
近
十
里
以
内
と
規
定
）
お
よ
び
鉄
道
敷
設
を
理
由
に
新
設
し
た
驚
局
は
、
　
一

律
に
撤
廃
し
以
後
は
早
期
を
徴
収
し
な
い
。
…
…
内
地
に
も
と
か
ら
あ
る
董
局
は
、
こ
の
撤
廃
を
理
由
に
税
率
を
増
加
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」

と
規
定
し
、
第
二
条
に
、
「
新
設
の
短
路
」
「
す
で
に
基
準
を
査
定
し
た
各
路
」
お
よ
び
「
そ
の
他
の
短
路
」
に
つ
い
て
補
填
額
の
算
定
方
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

示
し
、
全
国
路
線
の
壷
局
廃
止
を
予
定
に
組
み
込
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
議
案
は
国
務
会
議
を
通
過
し
、
財
政
、
交
通
両
部
が
細
部
を
煮
詰
め
、
津
浦
鉄
道
か
ら
試
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
、
婁
世

凱
の
国
民
党
勢
力
へ
の
圧
迫
が
露
骨
に
な
り
、
柏
昇
平
を
含
む
三
都
督
が
罷
免
さ
れ
る
な
ど
、
南
方
の
政
局
変
動
の
た
め
実
施
が
引
き
伸
ば
さ

れ
、
そ
の
間
に
、
も
う
一
つ
の
鉄
道
下
金
問
題
で
あ
る
蝉
吟
税
局
の
撤
廃
が
六
月
に
確
定
す
る
。
行
盤
上
、
必
要
な
か
ぎ
り
で
こ
の
件
に
も
触

れ
て
お
こ
う
。
豊
台
は
京
漢
、
京
奉
、
愚
母
三
鉄
道
の
接
続
点
に
位
置
す
る
。
こ
こ
に
崇
文
門
、
居
庸
関
（
の
ち
に
は
張
宮
垣
）
各
税
局
が
分
局

を
設
け
、
三
池
の
直
通
連
絡
輸
送
の
障
害
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
A
一
九
一
二
年
三
月
、
塁
上
部
鉄
路
総
局
局
長
葉
恭
緯
が
度
支
部
首
領

周
自
斉
と
撤
廃
を
協
議
し
、
交
通
部
も
引
き
続
き
財
政
部
に
廃
止
を
求
め
て
い
た
。
財
政
部
は
税
局
監
督
か
ら
の
意
見
聴
取
に
も
と
ず
き
、
同

年
六
月
頃
、
税
収
確
保
の
た
め
撤
廃
は
暫
時
猶
予
さ
れ
た
い
と
回
答
し
た
。
七
月
、
交
通
部
は
三
路
人
員
と
協
議
し
豊
台
墨
局
裁
撤
議
案
を
国

務
会
議
に
提
出
し
た
。
そ
の
意
見
書
は
、
当
面
、
該
局
最
近
三
年
間
の
税
収
を
平
均
し
て
額
を
定
め
、
路
局
が
引
き
受
け
聖
上
す
る
、
将
来
、
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津浦鉄道麓金局の廃止と復活（林原）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

貨
物
価
格
、
輸
送
距
離
、
運
賃
に
よ
り
等
級
を
分
け
「
寓
徴
皇
運
」
を
実
行
す
る
、
と
い
う
二
段
階
方
式
を
提
案
し
て
い
る
。
翌
一
九
一
三
年

二
月
、
津
浦
鉄
道
の
案
件
と
同
じ
時
期
に
国
務
会
議
が
、
章
台
の
両
税
局
撤
去
と
交
通
都
に
よ
る
定
額
負
担
の
原
案
を
可
決
し
、
二
八
ヨ
、
大

総
統
の
承
認
を
得
た
。
交
通
、
財
政
両
部
の
協
議
で
定
額
を
三
皇
が
分
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
六
月
、
交
通
部
が
そ
の
額
を
七
万
両
と
算
定
し

財
政
部
に
実
施
時
期
を
問
い
合
わ
せ
た
。
財
務
部
は
十
万
両
と
す
る
修
正
案
と
七
月
一
日
よ
り
の
実
施
を
回
答
し
、
交
通
部
も
了
承
し
て
、
最

終
的
に
六
月
二
五
日
、
大
総
統
の
裁
可
が
お
り
た
。
財
政
部
は
た
だ
ち
に
当
該
局
兼
に
命
じ
、
期
限
を
遵
守
し
て
局
景
は
一
律
に
撤
去
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
大
総
統
批
文
に
あ
る
「
各
省
鉄
道
沿
線
の
各
種
掲
税
が
、
鉄
道
を
蝕
み
商
民
を
害
し
て
い
る
の
は
当
然
、
豊
野
一
ヵ

所
に
留
ま
ら
な
い
。
あ
わ
せ
て
財
政
交
通
両
部
が
調
査
し
方
法
を
定
め
、
も
っ
と
も
障
害
と
な
る
も
の
か
ら
先
に
免
除
し
別
に
補
填
を
謀
る
よ

う
に
…
…
」
と
の
指
令
に
も
と
づ
き
、
津
浦
鉄
道
は
そ
の
適
例
と
し
て
撤
廃
実
施
を
急
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

　
交
通
部
か
ら
の
督
促
に
応
じ
、
財
務
部
は
九
月
一
日
を
廃
止
期
日
と
定
め
、
八
月
一
一
一
日
、
四
省
都
督
、
民
政
長
、
團
税
庁
籍
備
処
処
長
に

こ
の
旨
打
電
し
た
。
同
時
に
、
交
通
部
か
ら
路
局
を
通
し
、
各
駅
に
布
告
を
掲
示
し
た
。
こ
こ
に
、
国
務
会
議
で
決
議
し
た
六
条
の
要
項
の
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

り
に
、
運
賃
の
六
％
相
当
額
を
補
填
と
す
る
条
件
で
津
浦
鉄
道
沿
線
の
全
て
の
棊
局
辛
の
撤
廃
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
商
民
の
立
場
か
ら
見

れ
ば
、
運
賃
上
乗
せ
方
式
と
い
う
交
通
部
案
に
帰
着
し
、
楚
金
綱
度
そ
の
も
の
を
廃
止
し
え
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
外
局
に
よ
る
流
通
障

害
と
い
う
最
大
の
懸
案
を
解
決
し
た
と
い
う
点
で
、
実
質
的
な
改
善
を
勝
ち
得
た
こ
と
に
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
実
業
振
興
の
責
を
負
う
工
商
部
（
一
九
一
二
年
八
月
二
日
一
一
三
年
七
月
一
八
日
の
間
、
総
長
は
劉
揆
一
）
は
、
こ
の
問
題
に
ど
う
関
わ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
い
た
の
か
。
新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
八
月
段
階
で
交
通
部
か
ら
工
商
部
に
た
い
し
、
運
賃
上
乗
せ
方
式
を
打
診
し
賛
同
を
得
た
、
と
あ
る
。
ま

た
九
月
に
は
、
江
寧
、
浦
口
等
の
商
会
か
ら
北
京
会
議
参
加
要
求
の
電
文
を
受
け
、
四
省
都
督
に
直
接
、
会
議
の
見
晴
延
期
を
要
請
す
る
な
ど
、

工
商
部
と
し
て
応
急
的
な
措
置
は
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
政
府
部
内
で
の
協
議
に
正
式
に
関
わ
る
の
は
、
十
月
四
日
に
財
政
部
の
書
簡
を
受
領

し
た
と
き
の
よ
う
で
あ
る
。
商
会
代
表
の
北
京
会
議
参
加
を
不
許
可
と
し
た
財
政
部
の
通
知
に
た
い
し
、
工
商
部
は
、
近
く
開
催
す
る
工
商
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

議
の
結
果
を
待
っ
て
対
処
し
た
い
と
、
お
そ
ら
く
部
と
し
て
初
め
て
の
公
式
文
書
に
よ
る
回
答
を
出
し
た
。
交
通
部
か
ら
は
そ
の
後
「
寓
徴
於
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運
世
法
」
を
工
商
会
議
に
提
出
す
る
よ
う
依
頼
が
あ
り
、
ま
た
、
浦
口
商
会
や
工
商
会
議
代
表
か
ら
は
思
妻
撤
去
を
求
め
る
打
電
が
相
次
い
だ
。

こ
れ
に
た
い
し
工
商
部
は
「
保
商
の
責
レ
を
自
認
し
な
が
ら
も
、
各
地
か
ら
の
請
願
書
を
他
の
部
に
取
り
次
ぐ
に
と
ど
ま
り
、
「
本
部
は
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

も
と
定
見
が
無
い
」
と
、
決
定
は
財
政
、
交
通
両
部
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
撤
廃
実
現
に
至
っ
た
最
大
の
要
因
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
鉄
道
翌
翌
固
有
の
条
件
と
し
て
、
裁
楚
の
ネ
ッ
ク
と
な
る
代
替
財
源

の
保
障
に
関
し
、
郵
伝
部
・
交
通
部
が
、
管
轄
す
る
鉄
道
収
入
を
操
作
す
る
方
法
で
具
体
案
を
準
備
し
、
強
力
に
関
係
機
関
に
働
き
か
け
た

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
案
が
一
九
一
三
年
（
民
国
二
年
）
に
実
現
し
た
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
の
趨
勢
を
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
。　

朱
啓
針
の
国
務
会
議
へ
の
意
見
書
提
出
は
、
臨
時
大
総
統
、
財
政
部
、
都
督
、
商
民
の
す
べ
て
が
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
た
。

商
民
の
賛
同
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
民
初
の
こ
の
時
期
に
全
国
組
織
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
民
の
総
意
に
も
と
つ
く
悪
政
の
除

去
と
い
う
理
念
を
正
面
に
掲
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
し
て
新
生
民
国
に
お
い
て
こ
の
大
義
名
分
は
、
楚
金
収
入
に
執
着
す
る
地
方
当

局
に
対
し
、
鉄
道
麓
金
廃
止
の
正
当
性
の
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
政
策
の
実
現
が
円
滑
に
運
ん
だ
点
に
つ
い
て
は
、
中
央
、
地
方
と
も
に
革
命
派
、
立
憲
派
・
旧
官
僚
が
交
錯
す
る
な
か
で
、
政
界
の

勢
力
配
置
が
交
通
部
案
に
有
利
に
働
い
た
点
が
指
摘
で
き
る
。
臨
時
大
総
統
隔
世
蹴
の
「
賛
許
」
に
つ
い
て
は
、
嚢
自
身
の
勢
力
基
盤
の
一
つ

が
、
郵
伝
部
・
交
通
路
の
行
政
の
人
材
と
資
金
援
助
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
脚
部
の
収
入
増
を
も
た
ら
し
中
央
政
権
の
強
化
に
つ
な
が
る
鉄
道
楚

金
廃
止
に
、
そ
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
四
都
督
の
う
ち
、
す
で
に
触
れ
た
山
東
の
周
自
盛
（
一
九
一
二
年
三
月
二
八
陰

i
＝
二
年
八
月
一
八
日
）
の
ほ
か
、
直
隷
都
督
君
国
壇
・
（
一
九
晶
二
年
九
月
八
日
1
＝
二
年
　
二
月
一
六
日
）
も
ま
た
早
世
凱
派
で
あ
り
共
和
党
に
近
い

　
　
　
　
　
⑭

人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
六
月
二
五
日
の
大
総
統
の
裁
可
か
ら
九
月
一
日
の
箆
局
撤
去
に
い
た
る
問
、
地
方
財
政
当
局
を
統
括
す
る
財
政

総
長
の
職
を
実
質
的
に
担
妾
し
た
の
は
、
交
通
系
（
広
東
閥
）
の
領
袖
、
梁
士
訟
（
一
九
＝
二
年
五
月
一
六
日
代
理
－
九
月
二
日
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

安
徽
、
江
蘇
の
董
局
撤
廃
に
つ
い
て
は
財
政
、
交
通
両
部
の
電
文
に
、
第
二
革
命
制
圧
に
乗
じ
て
行
う
よ
う
指
示
し
て
お
り
、
こ
の
政
局
変
化
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㊨

も
迅
速
な
実
施
を
促
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
津
浦
鉄
道
薬
局
廃
止
の
決
定
は
民
意
を
大
義
名
分
と
し
、
そ
の
実
現
に
は
春
情
凱
派
の
勢
力
配
置

の
拡
大
が
有
力
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

津浦鉄道慧金局の廃止と復活（林原）

①
　
廊
汝
成
『
帝
国
主
義
廻
書
國
鉄
路
隠
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
○
年
、
三
四

　
ニ
ー
三
四
五
頁
。

②
　
『
端
忠
敏
醜
業
稿
』
巻
二
、
四
九
i
五
一
頁
、
「
火
車
悪
露
堂
堂
立
案
摺
」
光

　
緒
　
二
十
年
四
月
。
『
光
緒
朝
東
輩
録
』
光
紺
三
十
年
五
月
、
総
五
一
九
四
頁
。
清
朝

　
外
務
部
は
会
盟
総
督
の
要
請
に
も
と
づ
き
、
光
緒
二
八
年
一
〇
翼
壁
臼
、
在
華
公

　
使
に
、
鉄
道
麓
金
の
徴
収
開
始
、
お
よ
び
藁
薦
商
人
に
し
て
海
関
に
子
口
半
税
を

　
納
付
し
た
場
合
は
賦
課
し
な
い
旨
の
通
牒
を
出
し
て
い
る
（
『
東
亜
同
文
会
報
告
』

　
三
六
、
明
治
三
五
年
一
一
月
、
「
湖
北
河
南
鉄
道
麓
金
局
設
立
」
）
。
の
ち
に
収
入

　
総
額
を
湖
北
が
六
分
、
河
南
が
四
分
の
割
合
で
分
配
し
た
よ
う
で
あ
る
（
『
支
那
』

　
三
…
…
五
、
明
治
四
五
年
八
月
、
「
京
漢
鉄
道
税
金
」
）
。

③
交
通
・
鉄
道
弾
痕
通
史
編
纂
委
員
会
『
交
通
史
路
政
編
』
　
九
三
五
年
、
第
四

　
冊
（
以
下
、
『
路
政
虚
無
（
四
）
、
と
略
称
す
る
）
、
二
五
二
〇
一
二
五
二
二
頁
。

④
　
『
路
政
編
』
（
四
）
、
二
五
三
一
頁
。
飯
島
渉
「
“
裁
蔵
加
税
”
問
題
と
清
末
中

　
国
財
政
－
一
九
〇
二
年
中
英
マ
ッ
ケ
イ
条
約
交
渉
の
歴
史
的
位
…
雌
一
」
　
『
史
学
雑

　
誌
』
一
〇
二
一
一
一
、
一
九
九
三
年
　
一
月
。
氏
は
、
裁
癒
加
税
を
財
政
収
入
の

　
中
央
化
へ
の
契
機
と
と
ら
え
た
中
央
政
府
の
政
策
的
対
応
を
跡
づ
け
て
い
る
。

⑤
　
麦
麹
農
（
ω
8
喜
睾
即
冨
器
犠
景
9
）
「
梁
士
訟
輿
交
通
系
」
『
申
國
現
代
史

　
論
集
瞼
第
五
輯
、
一
九
八
○
年
七
月
。
同
論
文
に
よ
る
と
郵
伝
部
の
直
接
収
入
は
、

　
他
の
部
（
戸
部
を
含
む
）
の
五
倍
で
あ
る
。
罷
志
海
「
論
清
末
鉄
路
政
策
的
演
変
」

　
『
近
代
史
研
究
』
一
九
九
三
－
三
。

⑥
『
路
政
編
』
（
四
）
、
二
五
三
ニ
ー
二
五
三
三
百
ハ
。
謬
割
出
『
三
水
梁
燕
孫
先
生

　
年
譜
』
台
北
文
星
書
店
、
　
｝
九
六
一
一
年
（
一
九
三
九
年
排
印
本
）
、
中
国
現
代
史

　
料
叢
書
第
四
輯
、
（
以
下
、
『
年
譜
』
と
す
る
）
塁
塞
、
八
七
－
八
八
頁
。

⑦
『
交
通
官
報
』
己
酉
年
（
一
九
〇
九
年
）
第
五
期
、
一
八
i
一
九
、
二
一
－
二

　
二
頁
、
「
本
部
啓
度
支
部
直
隷
総
督
裁
撤
京
張
沿
途
税
局
文
」
、
「
京
張
路
局
詳
奉

　
直
墨
金
会
蝦
蟹
火
車
貨
絹
改
為
調
査
商
高
山
慮
京
帯
鉄
路
兼
粛
呈
」
。
『
路
政
編
』

　
（
四
）
、
二
五
六
八
一
二
五
七
八
頁
。

⑧
　
『
路
政
編
』
（
四
）
、
一
　
五
三
四
i
二
五
四
六
頁
。
『
東
亜
同
文
会
報
告
』
一
〇

　
二
、
明
治
四
一
年
五
月
、
「
漣
寧
鉄
道
ノ
臓
金
減
少
法
」
。

⑨
『
路
瀟
瀟
』
（
四
）
、
二
五
二
ニ
ー
二
五
二
七
買
。
『
年
譜
眠
上
置
、
八
四
頁
。

⑩
　
『
支
那
』
四
一
一
四
、
大
正
二
年
七
月
、
「
唐
金
の
復
暇
」
。

＠
　
『
支
那
調
査
報
告
書
』
一
…
二
・
三
、
明
治
四
三
年
七
月
、
「
津
浦
鉄
道
ノ
状

　
況
」
上
・
下
。
『
通
商
彙
纂
』
大
正
元
年
一
〇
月
一
五
日
、
「
曲
浦
鉄
道
全
通
ノ
商

　
業
上
二
及
ホ
ス
影
響
」
。
鉄
道
院
監
督
局
『
支
那
之
鉄
道
』
大
正
四
年
四
月
改
訂

　
印
捕
、
一
六
二
頁
。
豊
浦
鉄
道
は
ま
た
、
北
洋
、
南
洋
各
大
臣
の
駐
紮
地
で
あ
る

　
天
津
、
南
京
を
一
一
日
で
連
絡
す
る
と
い
う
、
政
治
上
、
軍
事
上
の
利
便
か
ら
も
敷

　
設
が
必
要
と
さ
れ
た
。

⑫
　
『
支
那
之
鉄
道
隔
　
六
〇
i
一
六
一
頁
。
『
時
報
』
　
一
九
一
三
年
一
月
二
七
碍

　
に
時
刻
表
が
あ
る
。

⑬
　
墜
汝
成
前
掲
書
、
照
六
九
－
隣
七
六
頁
。
お
よ
び
註
⑨
。
津
浦
鉄
道
路
局
が
運

　
賃
割
引
の
対
象
と
し
た
「
主
要
貨
物
」
は
　
五
種
で
、
棉
紗
、
布
疋
の
ほ
か
は
、

　
主
と
し
て
落
花
生
、
黄
豆
、
胡
麻
、
小
麦
な
ど
の
農
産
物
で
あ
る
（
『
支
那
』
六

　
一
七
、
大
正
四
年
四
月
、
「
津
浦
鉄
道
の
運
賃
割
引
」
。
『
通
商
公
報
隔
｝
1
七
、

　
大
正
二
年
四
月
二
四
日
「
津
浦
鉄
道
開
通
の
影
響
」
）
。

⑭
『
政
府
公
報
』
一
九
一
二
年
六
月
｝
七
日
、
「
財
政
部
春
交
通
部
等
徴
収
津
浦

　
鉄
路
貨
税
応
照
京
漢
成
案
由
直
東
蘇
下
露
省
会
商
合
辮
等
情
文
」
。
同
、
二
一
日
、
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「
交
通
部
容
復
財
政
部
津
浦
鉄
路
貨
捕
須
男
簿
辮
法
文
」
。

⑮
『
弊
政
編
』
（
踊
）
、
二
五
二
七
頁
。

⑯
『
幕
政
編
』
（
四
）
、
二
五
〇
五
一
二
五
〇
七
頁
、
二
五
〇
九
一
二
五
一
〇
頁
。

　
鉄
道
闘
係
者
に
よ
る
鉄
道
課
金
改
善
に
関
す
る
議
論
は
、
鉄
路
協
会
編
刊
『
鉄
路

　
協
会
会
報
抜
葦
』
一
九
一
四
年
置
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑰
『
政
府
公
報
』
一
九
～
二
年
六
月
二
七
臼
、
「
交
通
部
沓
財
政
縦
笛
電
蘇
督
将

　
津
浦
凪
段
貨
掴
前
議
取
消
文
」
。

⑱
『
政
府
公
報
』
～
九
＝
一
年
六
月
二
七
日
、
「
交
適
都
致
江
蘇
都
督
電
」
。
同
資

　
料
は
『
時
報
』
一
九
一
二
年
七
月
二
二
日
に
も
掲
載
。

⑲
　
　
『
政
府
公
報
』
　
一
九
一
二
年
七
月
三
日
、
「
交
通
部
復
財
政
胃
癌
南
江
督
将
津

　
浦
南
江
山
税
之
議
取
消
男
器
抵
凝
固
法
請
派
員
到
部
会
商
函
」
。

⑳
　
　
『
政
府
公
報
』
　
一
九
一
二
年
七
月
一
一
母
、
「
財
政
都
覆
交
通
部
請
将
寓
徴
於

　
運
徴
収
方
法
規
定
見
醒
以
戸
籍
各
都
督
会
商
辮
理
函
」
。
同
、
七
月
六
日
、
「
財
政

　
部
致
直
隷
山
東
江
蘇
安
徽
都
督
電
」
。

⑳
　
『
政
府
公
報
』
　
一
九
～
二
年
七
月
一
四
日
、
「
交
通
部
復
財
政
箱
車
日
電
江
督

　
津
浦
貨
掲
現
簿
寓
徴
於
運
辮
法
先
勿
設
二
月
辮
函
」
。
同
資
料
は
『
時
報
』
　
一
九

　
一
二
年
七
月
二
二
日
に
も
掲
載
。

⑫
　
　
『
時
報
』
　
一
九
一
二
年
七
月
二
四
日
、
「
程
都
督
力
争
鉄
路
貨
絹
不
能
寓
徴
於

　
運
」
。
『
申
報
』
一
二
年
八
月
八
臼
「
津
浦
鉄
路
近
事
紀
」
。

⑬
　
　
『
路
政
編
』
（
四
）
、
二
五
五
五
頁
。
『
時
報
』
一
九
一
二
年
八
月
一
一
日
、
「
南

　
京
派
員
赴
山
東
会
商
津
浦
貨
捕
」
。
『
香
具
』
一
二
年
八
月
八
日
。

＠
　
『
申
報
』
一
九
＝
一
年
八
月
一
五
日
、
「
路
唇
腺
寓
徴
於
運
辮
法
」
。
『
時
報
』

　
一
二
年
九
月
七
日
、
「
津
浦
鉄
路
南
段
局
長
陶
遜
上
江
蘇
程
安
徽
柏
都
督
書
」
。

⑳
　
『
路
政
編
』
（
四
）
、
二
五
五
五
頁
。
『
歴
博
』
一
九
一
二
年
九
月
二
五
、
二
九

　
日
、
一
〇
月
　
、
六
、
一
四
、
二
九
日
の
各
電
報
。

⑭
　

『
時
報
』
一
九
一
二
年
∴
○
月
二
四
日
、
「
浦
口
新
関
成
立
」
。
貨
物
別
の
課
税

　
額
は
、
『
通
商
彙
纂
』
大
正
元
年
一
二
月
｛
日
の
「
津
浦
鉄
道
沿
線
二
於
テ
縫
金

　
税
賦
課
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
『
時
報
』
一
九
一
二
年
八
月
一
一
日
、
「
南
京
派
員
赴
康
東
会
商
津
磯
馴
掲
」
。

　
同
、
　
○
月
二
四
日
、
「
浦
口
新
関
成
立
」
。
同
、
＝
一
月
二
七
錆
、
南
京
専
電
。

　
『
申
報
』
一
一
～
年
八
月
二
六
日
、
「
即
智
鉄
路
近
縁
～
束
」
。

⑱
　
『
申
報
』
｝
九
一
二
年
八
月
二
六
日
、
「
津
浦
鉄
路
近
事
】
束
」
。

⑳
　
『
申
薄
端
一
九
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
、
「
津
浦
路
貨
揖
冠
鶴
」
。
濡
文
蔚
（
国

　
民
党
）
は
基
本
的
に
統
掲
を
主
張
し
た
（
『
申
報
』
ご
一
年
八
月
二
四
冒
、
「
続
都

　
督
電
商
津
浦
路
税
」
）
。

⑳
　
『
支
那
』
四
－
八
、
大
正
二
年
四
月
、
「
各
省
の
財
源
」
。

＠
　
『
申
報
』
一
九
　
二
年
八
月
三
一
日
、
「
江
蘇
財
政
支
紬
邪
険
象
」
。
同
、
九
月

　
四
日
、
南
京
電
。
『
支
那
』
四
－
一
二
二
三
、
大
正
二
年
六
月
、
「
江
蘇
省
の
財

　
政
に
就
て
」
。

⑫
　
『
路
石
塁
』
（
四
）
、
二
五
五
五
頁
。
『
早
藤
』
一
九
一
二
年
＝
月
一
〇
、
二

　
一
百
。

⑳
　
『
申
報
』
　
九
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
、
「
津
浦
路
二
段
無
税
局
成
立
」
。

⑭
　
『
申
報
』
　
九
＝
一
年
一
二
月
目
〇
日
、
南
京
電
。

⑳
　
　
『
路
政
編
』
（
四
）
、
二
五
五
七
－
二
五
五
九
頁
。

⑳
　
　
『
政
府
公
報
臨
　
一
九
一
二
年
六
月
＝
二
日
、
「
財
政
部
覆
交
通
部
峰
台
税
局
暫

　
緩
裁
撤
函
」
。
『
路
政
編
』
（
四
）
、
二
五
〇
七
頁
。

⑰
　
　
『
路
面
編
』
（
四
）
、
二
五
一
〇
一
二
五
｝
二
頁
。

⑱
　
『
政
府
公
報
』
　
一
九
＝
二
年
三
月
六
日
、
「
交
通
総
長
朱
啓
鈴
贔
大
総
統
擬
定

　
裁
日
豊
台
税
局
並
由
部
櫓
任
抵
補
惰
目
玉
鈎
核
文
並
批
」
。

⑳
　
　
『
政
府
公
報
』
　
一
九
＝
二
年
六
月
二
六
霞
、
「
国
務
総
理
段
献
昇
等
昊
大
総
統

　
擬
将
士
文
門
税
局
之
豊
門
分
局
曲
馬
廠
南
口
張
家
口
各
分
局
柴
縄
張
家
口
分
設
之

　
豊
台
分
局
康
荘
宜
化
等
局
縄
墨
照
国
務
会
議
議
決
一
律
裁
撤
等
傭
請
駿
言
文
」
。

　
同
、
七
月
一
知
日
、
　
「
交
通
総
長
朱
啓
再
呈
大
総
統
二
二
崇
文
門
税
局
遵
将
所
設

　
之
盤
台
等
分
局
十
　
律
裁
撤
等
憐
請
竪
一
文
並
批
」
。
陶
、
九
月
六
日
、
「
財
政
部
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交
通
部
致
天
津
臆
面
政
長
等
電
」
。
『
路
政
編
』
（
四
）
、
一
～
五
一
ニ
ー
二
五
一
五
頁
。

　
『
通
商
公
報
』
二
一
三
九
、
大
正
二
年
八
月
一
四
目
、
「
豊
台
に
於
け
る
税
筋
分

　
局
の
撤
廃
」
。
　
こ
の
の
ち
路
局
は
、
京
師
商
務
総
会
と
百
五
十
二
の
商
家
の
要
望

　
に
応
じ
、
豊
台
等
に
籏
局
撤
廃
の
由
来
を
石
碑
に
刻
ん
で
残
し
た
q
政
府
公
報
』

　
一
九
［
四
年
五
月
二
三
目
、
「
交
通
部
致
財
政
部
裁
撤
豊
台
尊
家
口
慰
局
由
局
勒

　
碑
合
将
碑
文
送
請
備
案
函
」
）
。

⑧
　
『
政
府
公
報
臨
　
一
九
一
三
年
九
月
六
日
、
「
財
政
部
致
交
通
部
実
行
裁
撤
津
浦

　
鉄
路
厳
捕
巳
訂
期
九
月
…
日
紗
録
致
四
省
都
督
無
電
講
査
照
照
」
。
同
、
「
財
政
部

　
交
通
部
課
天
津
劉
畏
政
長
等
電
」
、
同
、
「
財
政
部
致
直
隷
山
東
江
蘇
安
徽
都
督
民

　
職
長
等
電
」
。
胡
光
朔
、
藍
長
湧
主
編
『
天
津
商
会
橘
案
腿
編
』
（
一
九
一
ニ
ー
一

　
九
二
八
）
、
天
津
人
民
出
版
挫
、
｝
九
九
二
年
、
三
九
六
穴
－
三
九
七
〇
頁
。

⑪
　
　
『
時
報
』
　
一
九
…
二
年
八
月
二
六
環
、
「
津
浦
鉄
路
近
慕
一
束
」
。

⑫
　
『
政
府
公
報
』
　
一
九
一
二
年
一
〇
月
二
四
日
、
「
工
商
部
容
財
政
交
通
部
抄
録

　
津
浦
貨
捕
案
来
往
電
文
請
査
核
並
将
議
辮
墓
誌
随
時
知
照
文
」
。

＠
　
　
『
政
府
公
報
』
　
一
九
一
二
年
　
二
月
七
日
、
「
工
商
二
巴
交
通
部
類
送
津
浦
貨

　
掲
一
案
各
処
来
電
並
工
商
代
表
原
呈
希
会
商
妥
辮
見
復
函
」
。
他
に
財
政
部
宛
の

　
同
様
の
公
文
｝
件
。

⑭
　
都
督
の
党
派
別
分
類
に
つ
い
て
は
、
教
育
部
主
義
『
中
華
民
国
建
国
史
』
国
立

　
編
訳
館
、
一
九
八
七
年
、
第
二
編
、
三
五
…
三
六
頁
参
照
。

⑯
　
『
政
府
公
報
』
一
九
＝
一
　
年
九
月
六
日
、
「
財
政
部
交
通
部
致
天
津
劉
民
政
長

　
等
電
」
。
『
路
政
編
』
（
四
）
、
二
五
五
九
一
二
五
六
〇
頁
。
程
徳
全
は
共
和
党
の
理

　
事
で
あ
っ
た
が
、
一
九
＝
二
年
三
月
、
国
民
党
領
袖
宋
教
仁
の
暗
殺
に
関
し
、
容

　
疑
者
の
自
白
の
証
拠
を
全
騒
に
通
電
し
嚢
に
疏
ま
れ
た
。
反
震
の
譲
文
蔚
は
一
九

　
一
三
年
六
月
に
都
督
を
罷
免
さ
れ
、
程
徳
全
も
反
旗
を
翻
し
て
失
脚
し
た
　
（
『
昆

　
国
人
物
小
伝
』
）
。

二
　
麓
局
復
活
と
帝
制
へ
の
布
石

津浦鉄道董金局の廃止と復活（林原）

　
（
一
）
藍
局
の
復
活

　
官
民
の
総
意
と
し
て
、
津
浦
鉄
道
の
藪
局
撤
廃
が
実
現
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
一
年
有
余
の
ち
、
一
九
一
五
年
五
月
、
財
政
部
は
「
統
掲
」

徴
収
の
名
目
で
蜷
局
の
再
開
を
通
知
し
た
。
再
開
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
財
政
当
局
が
、
運
賃
の
六
％
に
よ
る
補
填
額
は
従
来
の
鎚
金
収
入
よ

り
相
当
低
く
な
る
と
危
惧
し
た
た
め
で
あ
る
。
早
く
も
一
三
年
九
月
の
撤
廃
実
施
直
後
、
山
東
国
税
庁
簿
備
畜
が
、
路
局
が
も
と
の
董
摘
税
率

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
拠
り
代
理
徴
収
す
る
よ
う
求
め
、
こ
れ
に
た
い
し
交
通
部
は
、
国
務
会
議
議
決
原
案
と
符
合
し
な
い
と
し
て
退
け
て
い
る
。
そ
の
数
ヵ
月
後

に
は
、
四
省
国
税
庁
は
定
額
補
填
の
要
求
を
提
出
し
た
。
補
翼
額
を
運
賃
の
六
％
相
当
分
と
す
る
の
で
は
損
失
が
余
り
に
も
大
き
い
と
し
て
、

島
台
税
局
撤
廃
の
先
例
に
な
ら
い
、
毎
年
、
路
局
が
八
十
万
元
の
定
額
を
四
省
に
支
払
う
案
を
申
し
入
れ
、
財
政
部
か
ら
交
通
部
に
問
い
合
わ
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せ
て
い
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
交
通
部
は
一
四
年
一
月
、
先
に
同
じ
く
「
公
議
に
符
合
し
な
い
の
で
承
諾
し
が
た
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。

　
撤
廃
後
一
年
間
（
一
九
一
三
年
十
月
一
日
か
ら
起
算
し
一
四
年
九
月
末
ま
で
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
八
二
の
全
道
で
の
貨
物
収
入
が
計
三
二
四
万
二

六
五
五
元
、
こ
の
う
ち
課
税
対
象
貨
物
収
入
は
一
三
二
万
一
九
九
八
元
で
、
そ
の
六
％
の
七
万
九
千
余
元
が
補
翼
額
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
た
い

し
、
一
四
年
十
二
月
、
四
省
慮
按
使
は
合
同
で
、
大
総
統
、
財
政
、
交
通
両
部
に
打
電
し
、
「
鉄
道
近
辺
の
貨
物
は
こ
と
ご
と
く
（
鉄
道
に
）
吸

収
さ
れ
、
各
税
乗
の
無
形
の
侵
耗
は
と
り
わ
け
大
き
い
。
四
省
を
合
計
し
て
百
数
十
万
元
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
…
…
津
雑
貨
掲
を
な
お
も
京
漢

成
案
に
照
ら
し
て
、
四
省
が
合
弁
し
統
一
徴
収
し
て
分
配
し
た
い
」
と
訴
え
た
。
上
申
は
、
大
総
統
か
ら
財
政
、
交
通
両
部
に
回
さ
れ
交
通
部

で
調
査
中
に
、
蘇
、
院
藁
塚
按
使
は
重
ね
て
、
貨
物
移
動
の
盛
ん
な
こ
の
時
期
を
逃
せ
な
い
と
、
南
壮
重
局
の
復
活
を
催
促
し
た
。
翌
年
一
月
、

両
職
質
使
は
さ
ら
に
交
通
部
に
、
開
局
の
準
備
は
す
で
に
緒
に
就
い
た
と
許
可
を
迫
り
、
三
月
に
は
四
囲
巡
按
使
が
ふ
た
た
び
大
総
統
に
打
電

し
、
財
政
不
足
を
訴
え
速
や
か
な
回
答
を
求
め
た
。

　
矢
継
ぎ
早
の
復
活
要
求
に
交
通
部
は
、
財
政
部
宛
合
文
で
逐
一
つ
ぎ
の
よ
う
に
反
駁
し
た
。
国
務
会
議
議
決
の
原
案
は
変
更
で
き
な
い
、
し

か
も
四
界
が
要
求
す
る
八
十
万
元
は
根
拠
の
な
い
数
字
で
あ
る
、
毎
年
の
貨
物
収
入
が
千
数
百
万
元
に
な
る
京
準
線
で
さ
え
、
貨
掲
は
四
十
万

元
余
に
す
ぎ
ず
、
税
局
費
用
を
差
し
引
け
ば
三
省
各
々
の
配
分
額
は
せ
い
ぜ
い
十
万
元
で
あ
る
、
巡
按
使
の
い
う
、
鉄
道
敷
設
に
よ
り
周
辺
迎

合
の
収
入
が
激
減
し
た
と
の
主
張
も
事
実
に
反
す
る
、
と
。
し
か
し
、
蘇
、
院
両
巡
按
使
は
大
総
統
に
、
こ
れ
以
上
延
期
で
き
な
い
と
打
電
し
、

財
政
部
も
ま
た
交
通
部
と
合
議
す
る
こ
と
な
く
大
総
統
に
、
た
だ
ち
に
財
政
部
か
ら
員
を
派
遣
し
て
設
局
専
念
し
た
い
、
「
寓
徴
於
運
」
の
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

要
は
な
い
、
と
申
し
立
て
、
大
総
統
も
三
月
二
六
日
、
つ
い
に
申
請
通
り
に
許
可
し
た
の
で
あ
る
。

　
商
民
に
は
四
月
末
か
五
月
初
め
、
鉄
道
貨
物
輸
送
を
請
け
負
う
「
匪
隠
州
運
公
司
」
を
通
し
、
こ
の
決
定
の
内
部
情
報
が
流
れ
た
。
つ
い
で

財
政
部
は
五
月
十
六
日
置
天
津
大
経
路
に
津
浦
鉄
路
商
事
統
掲
局
（
総
局
）
を
開
設
し
た
。
総
局
総
辮
劉
鶴
慶
ら
の
判
断
で
、
十
の
分
局
と
一
七

の
分
景
を
各
駅
に
設
置
し
、
六
月
一
日
に
開
局
し
、
北
段
、
南
段
各
々
従
価
二
・
五
％
の
税
率
で
五
日
目
り
徴
収
を
開
始
す
る
と
、
商
会
に
通

　
　
③

優
し
た
。
復
活
決
定
の
報
に
接
し
天
津
商
務
総
会
は
五
月
十
日
付
け
で
、
全
国
商
会
聯
合
会
直
隷
事
務
所
に
命
懸
で
の
対
応
策
を
講
じ
る
よ
う
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要
請
し
、
同
事
務
所
は
四
省
が
一
致
し
て
あ
く
ま
で
争
う
方
針
で
反
対
運
動
を
展
開
し
た
。
こ
の
の
ち
各
地
商
会
か
ら
政
府
宛
の
撤
回
請
願
は

数
十
件
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う
ち
山
東
済
寧
商
会
の
電
文
は
、
「
福
浦
鉄
路
貨
損
局
を
裁
撤
し
、
運
賃
の
項
目
で
百
分
の
十
を
徴
収
し
補
唄
と
し

　
　
　
　
　
④

て
も
ら
い
た
い
扁
と
述
べ
、
微
収
率
を
十
％
に
引
き
上
げ
て
で
も
、
恣
意
的
な
華
墨
諌
求
と
流
通
障
害
の
元
凶
で
あ
る
麗
局
の
除
去
を
、
当
面
、

最
大
の
眼
目
と
し
て
い
た
。
こ
の
問
題
は
ひ
き
つ
づ
き
、
八
月
十
四
日
目
ら
三
日
間
、
五
十
余
の
商
会
の
代
表
が
参
加
し
た
直
隷
商
会
聯
合
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

臨
時
会
議
の
場
で
、
重
要
案
件
と
し
て
審
議
さ
れ
る
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
商
民
の
運
動
に
対
し
、
鉄
道
縫
金
問
題
は
当
時
の
政
局
の
流
れ
の
中
で
ど
う
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
財
政
部
、
大

総
統
の
董
局
復
活
支
持
へ
の
態
度
変
更
の
背
景
に
何
が
あ
っ
た
の
か
、
以
下
に
政
府
部
内
の
事
情
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

津浦鉄道謹金局の廃止と復活（林原）

　
（
二
）
　
麓
局
復
活
と
財
政
の
中
央
集
権
化

　
蔭
局
復
活
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
巡
按
使
の
申
し
立
て
に
対
し
、
こ
の
た
び
の
財
政
部
は
、
一
九
一
二
年
（
民
国
元
年
）
と
は
ま
っ
た
く
逆
の

方
針
を
示
し
た
。

　
革
命
後
、
新
政
府
の
緊
急
課
題
は
財
源
の
確
保
で
あ
り
、
董
金
を
は
じ
め
旧
税
の
聖
霊
回
復
が
至
上
命
令
と
な
っ
た
。
財
政
総
長
周
学
煕

（
初
回
在
任
期
間
；
一
九
…
二
年
七
月
二
六
日
－
一
三
年
五
月
一
六
日
休
職
、
九
月
四
日
辞
任
）
は
、
就
任
直
後
の
財
政
政
見
書
で
「
第
一
に
、
懸
案
を
整

理
し
以
て
固
有
の
財
源
を
回
復
す
る
扁
と
述
べ
、
同
年
末
の
財
政
計
画
意
見
書
で
は
、
翌
一
三
年
一
月
よ
り
半
年
の
う
ち
に
「
旧
里
を
恢
復
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
つ
づ
く
熊
希
齢
国
務
総
理
兼
財
政
総
長
（
一
九
＝
二
年
九
月
一
一
日
1
　
四
年
二
月
九
日
）
も
、
一
四
年
一
月
、
各
省
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

都
督
、
民
政
長
、
国
税
庁
に
「
旧
税
を
速
や
か
に
恢
復
」
す
る
よ
う
に
訓
令
を
発
し
た
。
財
政
部
は
旧
税
の
回
復
と
同
時
に
、
非
農
業
領
域
を

対
象
と
す
る
新
税
の
創
設
に
力
を
注
ぎ
、
そ
の
一
つ
と
し
て
＝
二
年
冬
、
「
通
行
税
法
案
」
（
晃
積
額
三
百
万
元
）
を
提
出
し
て
い
た
。
汽
船
、
汽

車
、
電
車
の
乗
客
と
貨
物
を
対
象
に
運
賃
価
格
で
四
等
に
分
け
、
輸
送
機
関
に
委
託
し
て
ニ
ー
十
五
％
の
税
を
徴
収
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
議
案
は
国
務
会
議
を
通
過
し
た
が
、
外
交
部
が
国
内
航
運
の
未
発
達
を
、
交
通
部
も
ま
た
運
賃
負
担
の
過
重
を
理
由
に
反
対
し
た
た
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⑧

め
、
実
施
に
は
移
せ
な
か
っ
た
。

　
新
旧
雷
管
の
充
実
と
並
行
し
て
、
財
政
部
が
意
を
用
い
た
の
は
財
政
権
の
中
央
集
権
化
で
あ
る
。
周
学
煕
は
財
政
素
乱
に
た
い
す
る
方
策
と

し
て
、
国
家
財
政
と
地
方
財
政
の
弁
別
、
財
政
権
と
く
に
徴
税
権
の
統
一
を
挙
げ
、
そ
の
た
め
に
は
「
中
央
に
直
属
す
る
機
関
」
が
不
可
欠
で

あ
る
と
し
て
各
省
へ
の
国
税
庁
の
設
置
を
提
案
し
た
。
ま
た
二
項
の
分
類
で
は
、
地
方
税
を
、
税
源
が
特
定
地
域
内
に
あ
り
比
較
的
少
額
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
に
限
定
し
、
従
来
地
方
収
入
で
あ
っ
た
螢
金
を
も
中
央
収
入
に
含
め
る
な
ど
、
中
央
財
政
の
強
化
に
強
い
意
欲
を
示
し
た
。
一
九
一
二
年
九

月
の
財
政
整
理
を
命
じ
た
各
省
宛
て
公
文
で
は
、
「
財
政
部
の
国
税
統
一
の
法
令
に
関
し
官
民
は
努
め
て
協
力
賛
成
す
べ
き
で
あ
り
、
私
見
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

因
っ
て
境
界
を
作
り
だ
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
通
達
し
て
い
る
。
周
学
芸
が
、
善
後
借
款
調
印
の
責
任
問
題
で
退
い
た
後
、
総
長
代
理
を
つ
と

め
た
言
霊
請
も
「
財
政
が
不
統
一
で
あ
れ
ば
、
他
の
政
事
は
統
一
す
る
方
法
が
な
い
」
と
述
べ
、
内
外
財
政
の
統
一
を
も
っ
と
も
切
望
し
て
い

⑪た
。
こ
の
方
針
に
そ
っ
て
、
各
省
都
督
（
軍
政
長
富
だ
が
軍
・
民
政
両
権
を
握
る
）
に
隷
属
す
る
財
政
司
に
対
置
し
て
、
一
三
年
春
、
政
府
は
国
税

庁
（
舞
備
処
）
を
設
置
し
、
そ
の
長
官
（
財
政
総
長
が
選
出
）
の
職
権
を
引
き
上
げ
都
督
と
同
等
の
地
位
に
し
、
従
来
の
財
政
司
に
は
地
方
収
支
の

み
を
扱
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
実
施
に
際
し
財
政
部
は
、
国
税
庁
官
制
法
案
が
参
議
院
を
通
過
し
て
い
な
い
時
点
で
、
続
々
と
各
省
に
国

税
上
長
を
派
遣
し
た
。
し
か
も
法
案
で
は
「
薦
任
」
（
奏
任
）
で
あ
っ
た
の
が
、
今
回
の
派
遣
者
は
す
べ
て
、
格
が
上
の
「
簡
任
」
（
勅
任
）
で
あ

っ
た
。
評
者
に
よ
れ
ぽ
、
財
政
部
は
、
地
方
に
各
種
官
吏
を
派
遣
す
る
権
限
を
得
て
い
ら
い
、
外
務
部
や
郵
伝
部
の
よ
う
な
「
血
清
の
紅
茸
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
も
ひ
け
を
と
ら
な
い
威
勢
を
誇
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
効
果
に
つ
い
て
買
士
毅
は
、
「
国
税
庁
制
度
の
施
行
以
来
、
各
省
は
初
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
精
密
な
報
告
書
を
財
政
部
に
提
出
す
る
よ
う
に
な
り
、
頗
る
功
績
が
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
四
年
に
は
、
国
税
庁
と
財
政
司
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

職
権
を
一
つ
に
し
て
財
政
庁
を
設
質
し
、
財
政
部
を
頂
点
と
す
る
完
全
な
中
央
集
権
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。

　
こ
の
財
政
統
一
策
は
、
一
定
の
効
果
を
も
た
ら
し
た
よ
う
で
あ
る
。
周
自
愛
財
政
総
長
（
　
九
一
四
年
二
月
九
日
一
一
五
年
三
月
五
日
）
は
離
任
時

そ
の
成
果
を
披
露
し
て
、
内
・
外
債
を
期
日
に
償
還
で
き
、
軍
・
政
両
費
も
ほ
ぼ
自
給
で
き
た
こ
と
、
外
人
管
理
下
の
塩
税
、
関
税
を
除
き
、

従
来
か
ら
の
主
た
る
税
源
で
あ
る
田
賦
、
董
金
、
常
関
税
に
つ
い
て
、
す
べ
て
原
質
よ
り
増
収
と
な
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
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壷
金
は
、
「
昨
年
、
財
政
部
か
ら
各
省
に
た
い
し
、
宣
統
三
年
（
一
九
一
一
年
）
の
原
額
（
螢
金
歳
入
予
算
額
は
、
四
三
一
八
万
両
）
に
照
ら
し
努
め
て

原
状
を
回
復
す
る
よ
う
」
通
知
し
、
あ
わ
せ
て
一
九
一
四
年
九
月
頃
、
「
瞥
見
麓
税
考
成
条
例
二
十
九
条
」
を
制
定
し
て
懲
罰
・
奨
励
に
役
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
た
結
果
、
事
実
上
、
宣
統
三
年
よ
り
百
三
十
三
万
発
余
の
増
加
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
旧
来
の
税
の
中
で
鎚
金
・
貨
物
税
は
清
末
以
来
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

「
歳
入
の
一
大
源
」
と
し
て
不
可
欠
の
財
源
で
あ
り
、
こ
の
の
ち
も
一
九
二
五
年
ま
で
の
歳
入
予
算
の
里
勝
％
を
占
め
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
考
成
条
例
は
、
徴
収
宮
と
財
政
庁
（
庁
長
）
を
対
象
に
、
微
収
す
べ
き
基
準
額
を
定
め
、
三
ヵ
月
ご
と
お
よ
び
年
末
に
監
査
を
行
い
、
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

足
に
た
い
し
て
は
免
職
（
徴
奴
官
は
年
宋
監
査
で
二
割
以
上
の
不
足
の
場
合
）
を
含
む
罰
則
規
定
を
設
け
て
い
た
。
考
成
条
例
に
よ
っ
て
「
弊
害
多
い

従
来
の
定
額
制
度
を
廃
止
し
て
実
徴
制
に
改
め
」
る
と
さ
れ
た
が
、
実
車
制
は
収
奪
の
強
化
を
意
味
し
た
。
当
然
、
こ
の
よ
う
な
強
圧
的
な
施

策
は
地
方
と
の
間
に
摩
擦
を
生
じ
さ
せ
た
が
、
財
政
部
は
「
財
政
庁
辮
事
権
限
条
例
」
を
定
め
、
財
政
塾
長
が
全
省
の
財
政
を
管
轄
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
⑱

を
明
示
し
た
。
「
事
権
の
専
一
」
を
は
か
る
た
め
、
さ
ら
に
同
条
例
第
七
条
を
修
正
し
、
徴
税
官
（
兼
任
の
県
知
事
を
含
む
）
の
賞
罰
、
入
れ
替
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
つ
い
て
財
政
庁
、
財
政
部
に
大
構
な
権
限
を
与
え
、
巡
里
芋
の
財
政
関
係
の
人
事
権
は
「
極
め
て
縮
小
し
た
」
。
感
触
煕
総
長
（
再
任
；
一
九

一
五
年
三
月
五
臼
代
理
、
四
月
二
七
日
任
一
一
六
年
四
月
壬
二
日
）
の
も
と
、
引
き
続
き
財
政
部
は
「
各
省
解
款
考
成
条
例
」
を
制
定
し
、
巡
建
窯
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
勤
務
評
定
の
対
象
に
い
れ
、
ま
た
、
「
監
督
長
官
醸
成
条
例
」
に
よ
っ
て
、
地
方
の
財
政
問
題
に
つ
い
て
巡
按
使
と
財
政
庁
長
に
連
帯
責
任

を
負
わ
せ
る
等
、
財
政
部
か
ら
地
方
へ
の
命
令
系
統
の
整
備
、
強
化
に
つ
と
め
た
。
こ
の
ほ
か
財
政
部
内
に
、
各
省
の
微
税
機
関
と
海
関
を
実

地
検
査
す
る
委
員
会
を
設
け
、
「
濫
収
、
競
取
」
に
た
い
す
る
懲
罰
権
を
与
え
た
た
め
、
世
閲
で
は
該
委
員
会
を
、
徴
収
官
の
粛
政
史
だ
と
み

　
　
　
　
　
⑳

て
い
た
と
い
う
。

　
津
浦
鉄
道
壷
局
復
活
を
巡
安
使
が
申
請
し
た
の
は
、
財
政
部
が
空
室
を
中
央
財
政
に
組
み
込
み
、
徴
税
権
を
直
接
統
括
し
よ
う
と
し
て
い
る
、

ま
さ
に
そ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
強
力
な
推
進
者
で
あ
る
難
解
熈
が
再
び
財
政
総
長
に
就
任
し
た
直
後
の
一
五
年
三
月
二
四
日
、
財
政
部
は

早
世
凱
に
、
「
『
寓
徴
聖
運
』
法
を
た
だ
ち
に
取
り
消
し
、
本
部
が
地
点
を
選
定
し
員
を
派
遣
し
て
局
を
設
け
徴
収
」
し
た
い
と
、
財
政
部
の
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

轄
を
要
望
し
、
大
総
統
は
た
だ
ち
に
、
二
六
日
付
け
で
許
可
し
た
の
で
あ
る
。
董
局
復
活
の
措
置
は
、
し
た
が
っ
て
財
政
の
中
央
集
権
化
の
一
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環
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
壷
局
復
活
の
過
程
に
、
農
林
・
工
商
部
（
一
九
一
三
年
一
二
月
に
改
組
）
、
農
商
部
は
、
張
轡
の
総
長
時
代
（
一
九
一
三
年
九
月
一
一
日
i
一
五

年
四
月
二
七
日
。
一
四
年
四
月
以
降
、
章
宗
祥
ら
が
代
理
）
に
あ
っ
て
、
ど
う
対
処
し
た
の
か
。
張
讐
は
＝
二
年
十
一
月
初
め
頃
、
国
務
会
議
の
席
上

で
政
見
を
披
露
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
実
業
を
保
護
育
成
す
る
方
策
と
し
て
、
実
業
法
規
の
完
備
、
金
融
機
関
（
中
央
銀
行
）
の
確
立
、
税
則

の
改
善
、
新
規
企
業
へ
の
奨
励
措
置
の
四
点
を
提
言
し
た
。
そ
の
税
則
の
項
で
と
く
に
螢
金
と
常
関
に
つ
い
て
、
「
距
離
が
遠
く
な
る
ほ
ど
商

貨
の
コ
ス
ト
を
押
し
上
げ
、
（
す
な
わ
ち
）
…
…
商
貨
の
遠
く
へ
の
流
通
を
処
罰
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
の
現
状
で
は
商
政
、
財
政

な
ど
言
う
に
値
し
な
い
と
厳
し
く
批
判
し
た
。
こ
の
方
針
を
具
体
化
し
た
も
の
と
し
て
、
一
四
年
九
月
に
土
砂
、
愛
圏
布
（
改
良
晒
布
）
の
常
関
、

裏
金
税
の
一
律
免
除
を
、
一
五
年
二
月
に
は
、
麦
藁
真
田
、
藺
草
製
敷
物
、
薄
手
麻
布
（
「
通
華
華
布
」
）
等
、
七
種
製
品
の
税
螢
減
免
を
申
請
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
も
に
大
総
統
の
許
可
を
得
た
。

　
農
商
部
は
鉄
道
驚
金
に
関
し
て
も
、
交
通
部
と
と
も
に
改
善
を
提
起
し
て
い
た
。
一
九
一
四
年
末
に
経
済
政
策
遂
行
に
関
す
る
参
政
院
の
建

議
を
受
け
て
、
農
商
部
は
「
整
飾
国
貨
辮
法
」
案
を
作
成
し
大
総
統
に
上
申
し
た
。
そ
の
中
で
着
手
、
推
進
す
べ
き
五
項
目
の
一
つ
に
、
洋
貨

に
対
抗
す
る
に
は
、
国
貨
の
輸
送
費
の
軽
減
と
血
税
の
減
免
が
急
務
で
あ
る
と
説
き
、
「
細
布
の
免
税
か
ら
着
手
試
行
し
、
順
次
有
望
な
国
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
拡
大
し
て
い
く
」
と
い
う
方
針
を
示
し
た
。
大
総
統
の
、
主
管
各
部
と
審
議
し
て
処
理
せ
よ
と
の
指
示
に
よ
り
、
農
商
部
は
こ
の
件
に
関
し
、

一
五
年
一
月
、
交
通
部
に
合
議
を
申
し
入
れ
た
。
交
通
部
は
、
国
貨
の
販
路
拡
大
に
は
そ
の
障
害
と
な
る
確
局
を
廃
止
す
べ
き
だ
と
し
て
再
び
、

「
『
寓
徴
於
運
三
法
』
を
各
路
に
推
し
広
め
る
」
案
を
提
示
し
、
農
商
部
の
賛
同
を
求
め
た
。
意
見
の
一
致
を
見
て
、
両
部
は
三
月
、
共
同
で

大
総
統
に
「
こ
の
方
法
は
…
…
実
に
今
日
唯
一
の
救
済
の
要
領
で
あ
る
。
試
行
し
て
支
障
が
な
け
れ
ば
、
道
路
に
推
し
広
め
さ
ら
に
全
国
に
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ぼ
す
」
と
、
「
津
浦
鉄
道
の
寓
微
於
運
成
例
」
を
全
面
的
に
推
進
す
る
申
請
を
提
出
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
大
総
統
の
指
示
は
つ
ぎ
の
様
な
も
の
だ
っ
た
。
「
董
金
を
撤
廃
し
国
貨
の
販
路
を
拡
大
し
、
以
て
実
業
保
護
政
策
を
実
行

す
る
こ
と
は
、
多
少
と
も
時
局
に
明
る
い
も
の
な
ら
皆
、
承
知
し
て
い
る
。
た
だ
近
年
、
鉄
道
の
不
正
が
度
々
指
弾
さ
れ
て
い
る
。
鉄
道
の
弊
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害
は
す
べ
て
が
前
掲
に
よ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
（
声
量
葭
局
の
廃
止
に
よ
り
）
国
庫
収
入
を
み
す
み
す
失
い
、
主
要
財
源
の
補
填
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

法
が
な
い
こ
と
を
深
く
憂
え
る
」
と
、
先
に
各
鉄
道
を
「
切
実
整
頓
」
す
る
よ
う
命
じ
、
「
寓
徴
於
運
」
の
可
否
は
財
政
部
の
審
議
に
回
し
た
。

さ
き
の
三
月
二
四
日
付
け
財
政
部
の
「
本
部
に
よ
る
設
局
」
の
申
請
は
こ
の
指
示
を
受
け
て
提
出
し
た
も
の
で
、
財
政
部
の
要
求
と
い
う
よ
り

も
む
し
ろ
、
大
総
統
の
意
向
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
政
局
は
、
一
九
＝
二
年
の
第
二
革
命
を
境
に
急
旋
回
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
同
年
初
め
、
衆
参
両
院
議
員
の
選
挙
結
果
が
判
明
し
、
国
民
党

が
両
院
で
各
々
四
五
％
を
占
め
る
圧
倒
的
勝
利
を
お
さ
め
た
。
震
嵩
置
は
国
民
党
員
へ
の
露
骨
な
弾
圧
を
開
始
し
、
九
月
に
は
第
二
革
命
を
制

圧
し
た
。
つ
い
で
翻
度
面
で
議
会
政
治
の
抹
殺
を
推
し
進
め
た
。
　
一
三
年
十
月
、
「
公
民
団
」
数
千
人
の
圧
力
の
も
と
嚢
は
正
式
大
総
統
に
当

選
し
、
一
四
年
一
月
、
国
会
解
散
を
宣
言
し
た
。
五
月
一
日
に
は
「
中
華
民
園
約
法
」
（
新
約
法
）
を
公
布
し
総
統
制
を
と
る
と
と
も
に
、
国
務

院
を
廃
止
し
、
総
統
府
の
下
に
政
事
堂
を
組
織
し
国
務
卿
を
置
い
て
大
総
統
の
政
務
処
理
を
賛
助
さ
せ
た
。
も
と
国
務
院
に
属
し
た
各
部
も
ま

た
大
総
統
の
直
属
と
な
り
、
国
務
卿
お
よ
び
各
部
長
官
は
総
統
が
直
接
任
命
し
た
。
同
時
に
「
参
政
院
」
を
設
置
し
て
立
法
機
関
の
代
行
を
さ

せ
た
が
、
院
長
以
下
成
員
も
大
総
統
が
任
命
す
る
も
の
で
、
震
が
立
法
権
を
も
掌
握
す
る
こ
と
に
な
り
、
独
裁
政
治
体
制
が
確
立
さ
れ
た
の
で

あ
勧
・
し
た
が
・
て
・
商
工
萎
の
立
場
を
代
弁
す
べ
き
農
商
部
も
・
第
二
革
命
後
の
こ
の
枠
組
内
で
の
み
政
策
を
作
成
・
実
現
で
き
る
に
す

ぎ
な
か
っ
た
。
国
民
を
無
視
し
た
独
裁
体
制
に
お
い
て
、
商
民
の
声
は
顧
慮
さ
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
交
通
部
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
「
遠
国
於
運
」
法
は
、
鉄
道
事
業
の
発
展
を
招
来
し
国
庫
に
と
っ
て
も
利
益
に
な
る
一
方
、
実
業
振

興
を
促
進
す
る
面
か
ら
も
、
政
権
基
盤
の
安
定
化
に
寄
与
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財
政
部
が
管
轄
権
を
争
っ
た
だ
け
で
な

く
、
婁
簡
潔
自
身
が
真
っ
向
か
ら
反
対
し
た
の
は
、
歳
入
面
か
ら
の
理
由
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
鉄
道
麓
金
問
題
は
、
財
政
面
ば
か
り

で
な
く
、
よ
り
直
接
的
に
政
治
力
学
の
制
約
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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（
三
）
　
「
交
通
大
参
案
（
弾
劾
案
）
」

　
解
明
の
手
掛
り
と
な
る
の
は
、
　
一
九
一
五
年
六
月
半
相
関
連
し
て
発
生
し
た
「
交
通
大
参
案
」
（
「
五
寸
大
参
案
」
）
と
「
三
次
長
参
案
」
と
い

う
弾
劾
事
件
で
あ
る
。
六
月
一
二
日
の
北
京
電
は
、
都
粛
政
史
が
津
浦
鉄
道
局
長
趙
慶
華
を
弾
劾
し
、
た
だ
ち
に
交
通
次
長
葉
恭
紳
に
も
波
及

し
た
旨
を
伝
え
た
。
ほ
ぼ
同
時
に
、
「
財
政
次
長
横
風
も
塩
税
収
入
の
不
足
を
理
由
に
、
さ
ら
に
陸
軍
次
長
徐
樹
鉾
も
弾
劾
の
対
象
と
な
り
、
鉄

道
関
係
へ
の
追
求
は
、
京
漢
、
革
張
、
京
奉
、
提
燈
を
巻
き
込
む
五
悪
参
案
に
拡
大
し
た
。
津
浦
鉄
道
へ
の
主
な
弾
劾
理
由
は
、
鉄
道
輸
送
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

請
け
負
う
曄
通
転
運
公
司
に
特
権
的
な
契
約
を
与
え
、
そ
の
見
返
り
に
よ
っ
て
鉄
道
関
係
者
が
私
腹
を
肥
や
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
貫
通

公
司
は
、
蘇
州
の
難
業
歯
面
欝
金
圃
が
一
九
一
二
年
に
設
立
し
（
資
本
金
二
五
万
元
）
、
　
一
四
年
三
月
に
趙
慶
華
と
問
題
の
契
約
を
交
わ
し
た
。

こ
の
契
約
に
よ
る
と
、
局
へ
の
運
賃
納
付
額
が
他
社
の
九
五
掛
け
に
た
い
し
、
睡
通
公
司
は
八
五
掛
け
か
八
掛
け
で
よ
く
、
こ
の
た
め
空
費
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

路
の
貨
物
取
扱
を
該
公
司
が
璽
断
ず
る
よ
う
に
な
り
国
家
に
損
失
を
与
え
た
等
、
計
七
点
が
指
弾
さ
れ
た
。

　
書
起
鉄
道
へ
の
弾
劾
は
、
こ
の
都
粛
政
史
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
六
月
二
六
日
、
財
政
部
か
ら
の
告
訴
状
が
、
政
事
堂
か
ら
平

政
院
に
送
付
さ
れ
た
。
内
容
は
、
活
着
鉄
路
商
貨
統
摘
局
総
弁
劉
鶴
慶
の
報
告
に
も
と
づ
き
、
匝
通
公
司
が
「
伝
単
を
散
布
し
、
衆
を
率
い
て

税
の
納
入
を
拒
ん
だ
」
と
、
申
し
立
て
た
も
の
だ
っ
た
。
経
理
僅
少
圃
が
萱
局
再
開
に
際
し
、
岡
業
者
の
会
議
を
開
き
、
ま
た
指
分
公
司
に
文

書
を
発
し
て
鉄
道
麓
金
の
害
を
述
べ
「
寓
微
町
並
」
方
式
を
請
求
す
べ
き
だ
と
説
い
た
行
為
が
、
告
訴
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う

え
、
こ
の
文
書
に
「
（
量
販
圃
が
）
か
つ
て
部
中
の
当
道
に
こ
の
件
を
話
し
、
後
ろ
盾
を
依
頼
し
た
。
（
当
道
ら
）
み
な
が
言
わ
れ
る
に
は
、
各
省

の
商
家
が
電
報
で
極
力
争
わ
な
け
れ
ば
、
（
麟
局
再
開
の
）
事
は
必
ず
や
成
就
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
…
…
と
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
を
と
ら
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

抗
摺
を
「
首
謀
し
教
唆
し
て
い
る
」
交
通
部
要
人
を
、
厳
罰
に
処
す
こ
と
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
財
政
部
の
い
う
「
指
図
を
し
た
交
通
部
の
当
道
」
と
は
誰
か
。
財
政
部
の
呈
文
も
当
時
の
新
聞
も
明
…
類
し
て
い
な
い
が
、
葉
恭
緯
の
詳
細
な

伝
記
に
よ
れ
ば
、
財
政
総
長
周
学
熈
の
ね
ら
い
は
、
鉄
道
萱
金
の
免
除
を
争
っ
た
こ
と
で
積
怨
が
深
ま
っ
て
い
た
葉
感
取
そ
の
人
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

「
妊
商
と
結
託
し
国
税
に
反
抗
し
た
扁
か
ど
で
弾
劾
し
た
の
だ
っ
た
。
葉
磁
心
が
、
早
く
か
ら
鉄
道
箆
金
撤
廃
に
奔
走
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
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で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
伝
記
の
一
九
一
二
年
二
月
の
項
に
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
先
生
（
葉
恭
紳
）
は
鉄
道
行
政
を
担

当
し
て
以
来
、
極
力
こ
の
黒
煙
（
鉄
道
欝
金
）
を
除
去
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
数
年
来
前
後
し
て
、
京
漢
鉄
道
の
直
隷
、
湖
北
、
河
南
の
貨
物

税
、
京
童
、
京
漢
、
京
鞍
三
鉄
道
の
繕
事
の
崇
文
門
税
…
…
の
撤
去
を
論
議
し
、
各
省
、
部
と
論
争
を
繰
り
返
し
、
そ
の
原
稿
の
束
は
一
尺
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

越
え
、
反
対
が
続
出
し
た
」
と
。

　
し
か
し
ま
た
、
財
政
部
が
、
税
亭
亭
と
微
税
権
の
問
題
か
ら
「
寓
徴
於
運
」
方
式
に
反
対
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
提
唱
者
を
弾
劾
の
対
象

に
ま
で
し
た
の
は
何
故
か
。
周
学
熈
の
伝
記
に
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
記
述
が
み
ら
れ
る
。
「
津
浦
路
局
は
、
交
通
系
の
資
金
調
達

の
源
泉
で
あ
る
。
収
入
が
巨
額
で
従
業
員
が
多
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
力
を
養
い
、
弊
害
が
日
ま
し
に
顧
著
に
な
っ
て
世
論
が
か
ま
び
す
し
く

な
っ
た
。
つ
い
に
粛
政
史
王
瑚
、
票
宝
善
が
天
津
に
赴
い
て
内
偵
し
、
十
大
罪
状
を
列
挙
し
た
。
」

　
す
な
わ
ち
、
睡
通
公
司
が
標
的
と
な
っ
た
の
は
、
「
こ
の
公
司
の
主
人
は
、
警
士
論
、
葉
恭
紳
、
任
意
苞
（
交
通
銀
行
協
理
）
、
飽
星
磋
と
方
仁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

元
（
薪
華
銀
行
）
、
お
よ
び
趙
慶
華
ら
八
人
で
、
公
司
の
全
権
は
趙
慶
華
の
手
に
あ
る
」
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
公
司
が
事
実
上
、
交
通
系
要

人
と
の
合
弁
で
あ
り
、
そ
の
た
め
津
浦
鉄
道
に
十
八
社
あ
る
転
運
公
司
中
、
甦
通
に
の
み
特
権
を
許
可
し
交
通
系
の
資
金
捻
出
の
抜
け
道
に
し

て
い
る
と
の
嫌
疑
が
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
交
通
系
の
資
金
源
」
で
あ
っ
た
四
政
の
事
業
収
入
に
つ
い
て
、
あ
る
報
告
で
は
、
唯
一
鉄
道
が
主
な
収
益
源
で
年
間
余
利
は
千
数
百
万
元

で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
路
線
別
収
支
（
一
九
一
四
年
七
月
か
ら
一
年
間
）
で
は
、
京
漢
、
製
糖
、
甲
張
に
余
利
が
あ
り
、
京
漢
が
収
入

千
六
百
余
万
元
に
た
い
し
借
款
利
息
を
含
め
た
支
出
が
八
百
余
万
元
、
京
奉
が
お
な
じ
く
千
四
百
余
万
元
に
た
い
し
約
六
百
万
元
で
あ
る
。
し

か
し
留
浦
鉄
道
は
、
収
入
の
点
で
は
第
三
位
の
六
百
余
万
元
を
計
上
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
上
回
る
ほ
ど
の
支
出
が
あ
り
、
べ
つ
の
資
料
で
は
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

通
部
内
の
話
と
し
て
、
毎
年
二
百
余
徳
の
欠
損
を
だ
し
て
い
た
と
も
い
う
。
上
浦
の
実
収
は
決
し
て
潤
沢
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
裏
で
、
雁
通
公
司
の
株
主
が
一
四
年
の
一
年
間
に
取
得
し
た
利
益
は
、
各
人
、
数
十
万
元
に
も
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
絡
繰
り

の
一
つ
は
、
路
局
へ
の
運
送
費
納
付
の
さ
い
、
睡
通
公
司
は
交
通
銀
行
か
ら
預
金
が
無
い
の
に
小
切
手
を
取
得
し
て
振
り
出
し
、
趙
慶
華
は
そ
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の
小
切
手
を
現
金
化
し
な
い
。
つ
ま
り
帳
簿
上
支
払
っ
た
形
に
見
せ
か
け
、
現
金
は
裕
然
公
司
か
ら
裏
ル
ー
ト
で
流
れ
る
と
い
う
仕
掛
け
で
あ

　
⑰つ

た
。
さ
ら
に
、
津
浦
鉄
道
全
路
で
の
雇
用
員
忌
数
は
千
余
人
を
下
ら
な
い
と
い
う
人
的
規
模
、
縁
故
採
用
に
よ
る
地
盤
強
化
と
相
ま
っ
て
、

津
浦
鉄
道
は
、
交
通
系
（
広
東
閥
）
の
一
大
拠
点
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
、
婁
世
子
の
配
下
で
は
、
梁
士
飴
（
交
通
銀
行
総
理
）
を
頭
と
す
る
交
通
系
広
東
閥
（
周
自
選
、
朱
啓
針
、
葉
恭
紳
ら
）
、
楊
士
碕
（
政
事
堂
左

丞
）
の
率
い
る
安
勲
閥
、
安
徽
閥
の
な
か
で
嚢
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
周
学
園
が
せ
め
ぎ
あ
い
、
な
か
で
も
「
財
神
」
楽
士
訟
が
交
通
行
政
を
掌

握
し
、
ま
た
内
・
外
債
を
通
し
て
抜
群
の
資
金
収
集
力
を
誇
っ
た
。
葉
恭
緯
は
、
清
末
、
郵
伝
部
に
入
っ
て
鉄
路
督
弁
と
な
り
、
こ
の
問
交
通

銀
行
耕
理
を
兼
ね
、
宣
統
三
年
、
鉄
路
総
局
局
長
を
代
理
し
た
。
一
九
一
二
年
、
交
通
部
路
政
司
長
兼
鉄
路
総
局
局
長
に
、
一
四
年
、
交
通
部

次
長
に
任
じ
た
。
清
末
以
来
、
梁
愚
論
に
重
用
さ
れ
、
鉄
道
行
政
の
最
高
参
謀
と
い
え
る
人
物
で
あ
る
。
交
通
次
長
葉
思
念
へ
の
弾
劾
は
、
し

た
が
っ
て
「
党
争
」
の
文
脈
で
見
る
な
ら
ば
、
交
通
系
広
東
閥
に
対
す
る
安
徽
閥
周
学
煕
の
攻
撃
で
あ
り
、
尊
号
公
司
摘
発
は
、
広
東
閥
の
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

金
源
つ
ぶ
し
で
あ
っ
た
と
み
な
せ
る
。
政
界
で
、
交
通
部
の
螢
局
反
対
は
す
べ
て
雁
通
公
司
の
利
益
の
た
め
だ
と
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
対
立
す

る
派
閥
の
眼
に
は
、
鉄
道
董
局
廃
止
・
「
寓
徴
於
運
」
方
式
へ
の
切
り
替
え
は
、
広
東
閥
の
資
金
増
大
を
意
味
す
る
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
事
件
の
決
着
の
仕
方
を
見
れ
ば
、
こ
の
派
閥
抗
争
自
体
が
嚢
世
凱
に
巧
み
に
操
つ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
法
廷
で
の

最
大
の
争
点
は
、
葉
恭
紳
、
趙
慶
雲
ら
が
睡
通
公
司
の
株
主
で
あ
る
か
否
か
で
あ
っ
た
が
、
帳
簿
に
は
黒
鼠
で
記
録
し
て
い
る
た
め
株
主
を
特

定
で
き
ず
、
睡
通
公
司
の
特
権
に
つ
い
て
も
、
不
正
と
は
断
定
で
き
な
か
っ
た
。
財
政
部
の
い
う
「
伝
単
」
は
、
塵
通
公
司
内
部
宛
の
文
書
で

一
般
へ
の
宣
伝
ビ
ラ
で
は
な
く
、
内
容
も
政
府
へ
の
直
接
的
な
反
抗
と
は
い
え
ず
、
交
通
部
員
の
関
与
も
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
匝

通
公
司
の
借
り
越
し
を
黙
認
し
て
い
た
趙
慶
華
は
懲
戒
処
分
に
付
し
、
睡
通
公
司
と
の
契
約
は
破
棄
さ
せ
る
が
、
葉
恭
紳
に
は
な
ん
ら
沓
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

く
、
停
職
措
置
を
解
除
し
て
た
だ
ち
に
復
職
さ
せ
る
と
い
う
結
末
に
な
り
、
十
月
中
旬
、
平
政
院
が
裁
決
書
を
提
出
し
決
着
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
政
界
を
震
憾
さ
せ
、
「
給
料
が
百
五
十
元
以
上
で
攻
撃
さ
れ
な
い
老
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
」
と
い
う
参
案
熱
を
ま
き
お
こ
し
た
事
件
に
し
て
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は
、
龍
頭
蛇
尾
に
終
わ
っ
た
感
を
免
れ
な
い
。
し
か
し
対
策
に
苦
慮
し
て
い
た
梁
士
論
は
、
く
し
く
も
結
審
の
時
期
に
符
合
す
る
よ
う
に
、
嚢

の
帝
制
支
持
の
態
度
を
明
確
に
す
る
に
い
た
っ
た
。
梁
士
論
が
指
図
し
て
、
請
願
聯
合
会
に
「
民
意
に
よ
る
扁
国
体
決
定
機
関
の
設
置
を
請

願
さ
せ
、
自
ら
参
政
の
資
格
で
他
の
参
政
数
人
と
と
も
に
「
圏
民
代
表
大
会
組
織
法
漏
を
起
草
し
た
。
ま
た
梁
士
訟
個
人
の
名
義
で
、
「
国
体

に
つ
い
て
の
四
大
重
要
政
見
」
を
著
し
た
秘
密
報
告
書
を
捧
呈
し
、
国
体
変
更
準
備
に
関
す
る
行
政
の
多
く
を
「
梁
燕
撚
が
中
心
に
な
っ
て
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
」
と
と
も
に
、
そ
の
経
費
六
百
余
万
元
は
、
各
省
に
分
担
さ
せ
る
ほ
か
「
鉄
路
路
税
収
入
曽
款
」
か
ら
支
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
参
案
発
生
後
、
婁
世
凱
の
子
息
、
克
定
が
梁
士
請
と
面
談
し
帝
制
へ
の
協
力
の
諾
否
を
問
い
、
梁
が
交
通
系
要
人
の
秘
密
会
議
を
開
催
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

首
を
つ
な
ぐ
た
め
に
帝
制
支
持
に
回
る
こ
と
に
決
定
し
た
、
と
す
る
回
図
録
、
ま
た
、
政
事
堂
管
玉
局
長
張
一
儲
の
言
と
し
て
、
あ
る
人
物
が

樹
蜂
論
に
、
「
五
葉
素
案
を
取
成
し
た
い
な
ら
、
た
だ
帝
制
の
た
め
に
尽
力
し
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
」
と
告
げ
、
そ
こ
で
梁
愚
論
は
請
願
団
を
組

織
し
参
案
は
す
ぐ
に
立
ち
消
え
に
な
っ
た
、
と
伝
え
ら
れ
る
話
は
、
い
ず
れ
も
事
実
に
合
致
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
事
件
発
生
後
、
婁
が
梁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
「
参
案
は
も
と
も
と
貴
君
を
含
ん
で
い
た
が
、
私
が
は
ず
さ
せ
た
」
と
語
っ
た
と
い
う
記
載
は
、
嚢
が
弾
劾
の
内
容
を
直
接
指
揮
し
て
い
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
総
合
す
れ
ぼ
事
件
の
全
体
像
は
、
嚢
世
凱
が
粛
政
史
と
周
縁
煕
に
示
唆
も
し
く
は
暗
黙
の
了
解
を
与
え
、
帝
制
に
不

賛
成
で
あ
っ
た
段
誤
瑞
、
弁
韓
齢
、
梁
士
論
に
た
い
し
、
そ
の
部
下
の
徐
樹
鐸
、
張
弧
、
葉
導
管
を
弾
劾
し
て
脅
し
、
軍
事
権
、
財
政
権
を
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

握
し
ょ
う
と
し
た
政
争
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
交
通
系
（
広
東
閥
）
は
、
褒
の
有
力
な
支
持
基
盤
で
あ
っ
た
。
「
交
通
系
三
尊
（
梁
士
詰
、
翠
蔓
斉
、
朱
啓
針
）
」
の
中
の
二
者
が
褻
政
権
の
財
政
総

長
（
代
理
）
を
担
当
し
た
間
、
財
政
の
統
一
、
中
央
集
権
化
を
推
進
し
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
領
袖
梁
士
論
は
清
末
以
来
嚢
世
凱
の
信

任
を
得
て
、
一
九
一
二
年
三
月
置
総
統
府
秘
書
長
に
就
任
し
震
政
権
の
国
家
秘
密
に
参
与
し
、
ま
た
御
用
政
党
で
あ
る
公
民
党
の
設
立
、
政
治

資
金
の
捻
出
な
ど
政
権
基
盤
固
め
に
多
大
の
貢
献
を
し
た
。
し
か
し
「
陰
の
大
総
統
」
と
目
さ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
梁
の
実
力
を
危
惧
し
、
嚢

は
、
一
四
年
五
月
の
国
務
院
廃
止
・
政
事
堂
設
置
に
梁
が
賛
成
し
な
い
と
し
て
総
統
府
か
ら
税
務
処
督
辮
に
配
置
が
え
に
し
て
い
た
。
ま
た
葉

恭
紳
は
鉄
道
収
入
の
軍
事
費
へ
の
流
用
に
反
対
し
、
　
一
三
年
、
「
交
通
特
別
会
計
理
由
書
」
を
提
出
し
て
独
立
採
算
制
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
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が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

婁
は
こ
れ
を
軍
政
を
阻
害
す
る
も
の
と
み
な
し
嫌
悪
し
た
。

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

褒
の
独
裁
化
へ
の
筋
書
に
、
交
通
系
（
広
東
閥
）
の
非
協
力
は
、
最
後
の
障
害
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①
　
『
政
府
公
報
』
一
九
～
三
年
一
〇
月
～
二
日
、
「
交
通
部
覆
財
政
部
津
浦
裁
縫

　
案
由
路
二
代
輪
転
法
諺
国
務
会
議
議
決
原
案
不
審
函
」
。

②
　
　
『
路
政
編
』
（
四
）
二
五
六
一
－
二
五
六
四
州
貝
。

③
　
『
天
津
商
会
糧
案
匪
編
』
、
琶
九
七
一
－
三
九
七
六
頁
。
『
通
商
公
報
』
九
一
二

　
二
五
、
大
正
四
年
六
月
一
＝
日
、
「
津
浦
鉄
道
路
麗
徴
収
に
付
て
」
。
財
政
部
は
、

　
「
（
分
局
牽
二
七
ヵ
所
で
は
）
到
底
其
完
全
な
る
効
績
を
挙
ぐ
べ
か
ら
ず
」
と
し

　
て
、
さ
ら
に
一
九
ヵ
所
の
稽
鼠
壁
を
設
け
た
（
『
支
那
』
七
－
一
九
、
大
正
五
年

　
一
〇
月
「
津
浦
鉄
道
麗
金
」
）
。
各
貨
物
別
の
具
体
的
税
額
は
、
『
税
務
月
刊
臨
二

　
一
二
一
一
　
、
　
…
九
一
五
年
一
一
月
　
日
、
の
収
携
数
目
表
参
照
。

④
　
　
『
申
報
』
一
九
一
五
年
六
月
一
三
日
、
「
済
寧
商
会
審
議
田
浦
貨
掲
盤
錯
電
稿
」
。

　
『
大
公
報
』
　
一
五
年
山
ハ
日
〃
一
七
円
［
、
「
済
寧
鼎
間
ム
耳
灘
亀
請
轍
…
弱
齢
浦
堀
貝
娼
胴
」
。

⑤
　
『
大
公
報
』
一
九
一
五
年
八
月
二
〇
日
、
「
聯
合
会
議
審
続
閾
」
。

⑥
周
珠
算
『
周
止
口
先
生
励
伝
』
天
津
印
字
館
、
一
九
四
八
年
、
三
七
－
八
○
頁
、

　
「
財
政
政
見
欝
」
元
年
九
月
初
「
財
政
方
針
説
明
講
」
十
一
月
、
「
財
政
計
確
説
帖

　
」
十
二
月
。

⑦
章
伯
峰
、
李
珈
至
主
日
『
北
洋
軍
閥
』
武
漢
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
第
…
巻
、

　
五
四
七
－
五
四
八
頁
。

⑧
賀
士
毅
『
罠
国
財
政
史
』
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
六
二
年
、
正
編
上
冊
、
第

　
二
編
二
四
五
一
二
照
七
頁
。

⑨
註
⑥
に
同
じ
。
周
学
熈
は
「
財
政
方
針
説
明
書
」
の
な
か
で
税
源
の
油
墨
の
た

　
め
の
産
業
の
保
護
育
成
を
う
た
い
、
そ
の
障
害
と
な
る
の
は
「
無
過
於
萱
金
聾
其

　
他
之
悪
税
或
有
盲
暦
重
複
之
課
税
」
と
し
て
、
こ
の
種
税
金
の
減
免
を
主
張
し
た
。

　
し
か
し
現
実
に
は
麓
金
、
常
関
税
を
重
要
な
財
源
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。

⑩
『
北
洋
軍
閥
』
第
二
巻
、
；
～
六
〇
…
；
～
六
一
頁
。

＠
賢
士
毅
「
民
国
初
年
的
幾
重
財
政
総
長
」
（
二
）
、
『
伝
記
文
学
隔
五
一
四
、
一

　
九
六
四
年
一
〇
月
。

⑫
『
時
報
』
一
九
｝
三
年
二
月
一
臼
、
「
虎
頭
蛇
尾
之
國
税
庁
」
。

　
　
財
政
の
中
央
集
権
化
の
方
針
は
、
「
裳
世
凱
の
八
大
政
綱
中
の
財
政
中
央
集
権

　
主
義
の
　
条
に
照
し
」
た
も
の
で
あ
る
。
周
学
食
は
そ
の
方
法
を
定
め
、
第
一
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
に
「
各
省
財
政
大
造
は
本
部
直
接
請
簡
の
権
あ
り
」
と
し
、
第
二
項
に
「
財
政
大

　
員
若
し
更
動
あ
ら
ば
…
…
部
に
容
り
都
よ
り
核
准
す
」
と
し
て
、
財
政
部
に
よ
る

　
人
事
権
の
掌
握
を
重
視
し
た
（
『
支
那
』
三
－
二
一
一
、
大
正
元
年
　
一
月
置
財
政

　
集
権
辮
法
」
）
。
国
税
庁
舞
備
処
設
置
の
経
過
に
つ
い
て
、
戚
如
高
「
民
初
国
税
庁

　
簡
論
」
（
『
民
国
癩
案
』
一
九
九
一
一
四
）
参
照
。

⑬
　
餌
艮
士
毅
晶
朋
掲
欝
【
、
　
正
編
…
し
↓
皿
開
、
第
　
編
一
瓢
ハ
ニ
…
貫
。

⑭
『
税
務
月
刊
』
一
…
　
○
、
一
九
一
四
年
一
〇
月
一
日
、
「
財
政
庁
官
制
三

　
年
九
月
十
二
日
」
。
買
士
毅
前
掲
書
、
正
編
上
冊
、
第
一
編
二
五
七
一
二
六
六
頁
。

⑯
費
士
毅
前
掲
書
、
正
編
上
冊
、
第
一
編
二
一
四
－
二
二
〇
頁
。
一
九
一
四
、
｝

　
五
年
に
す
べ
て
「
自
給
」
で
き
た
の
で
は
な
く
、
依
然
、
借
款
に
よ
っ
て
収
支

　
を
つ
り
あ
わ
せ
た
。
し
か
し
政
府
割
り
当
て
額
に
対
す
る
轟
該
省
の
送
金
額
の
比

　
率
、
額
は
、
民
初
十
年
問
を
通
し
一
九
一
四
、
」
五
年
が
最
高
で
、
五
十
％
前
後
、

　
千
数
百
万
元
に
達
し
た
（
楊
蔭
薄
『
民
国
財
政
史
阯
中
遺
財
敵
経
済
出
版
社
、
」

　
九
八
五
年
、
九
1
一
二
頁
）
。

⑯
揚
蔭
薄
前
掲
書
、
四
一
五
頁
。

⑰
　
『
税
務
月
刊
』
一
－
一
〇
、
一
九
｝
四
年
一
〇
月
一
日
、
「
強
大
総
統
擬
訂
麓

　
税
徴
収
考
課
条
例
詰
訓
示
遜
行
文
　
七
月
二
十
四
瞬
」
。
嗣
、
「
徴
収
蘇
税
考
成
条
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例
　
三
年
九
月
十
二
日
呈
准
公
布
」
。
『
申
報
』
一
九
　
五
年
八
月
一
五
日
、
「
整

　
頓
臆
金
之
寒
冒
」
。
中
国
第
二
歴
史
棺
鵬
翼
編
『
中
華
民
国
史
棺
案
資
料
罐
編
』

　
江
蘇
国
籍
出
版
社
、
第
三
輯
、
三
三
－
三
七
頁
。

⑱
費
士
毅
前
掲
書
、
正
編
上
冊
、
第
一
編
二
六
四
…
二
六
五
頁
。

⑲
『
税
務
月
刊
』
一
1
｝
二
、
」
九
一
四
年
一
二
月
｝
日
、
「
呈
大
総
統
声
明
財

　
政
庁
辮
購
権
限
以
重
責
成
型
求
実
効
請
訓
示
文
十
月
十
九
日
」
。
同
、
二
一
一

　
三
、
　
一
五
年
一
月
一
日
、
「
呈
大
総
統
塁
砦
政
治
討
論
会
議
復
安
徽
巡
按
使
韓
国

　
鉛
条
陳
財
政
庁
辮
窮
権
限
酌
擬
折
衷
蟹
法
請
訓
示
文
　
三
年
十
一
　
月
｝
日
」
。

⑳
『
誤
報
』
一
九
…
五
年
七
月
一
五
日
、
「
周
総
長
厳
積
載
文
藻
之
因
果
諏
」
。

　
『
時
報
』
一
五
年
七
月
二
九
日
、
「
財
政
部
之
集
権
主
義
」
。

⑳
　
『
時
報
』
一
九
一
五
年
八
月
一
日
、
「
鼓
琴
長
之
財
政
政
策
」
。
「
検
査
徴
収
委

　
員
会
簡
章
」
等
に
つ
い
て
、
『
中
華
異
国
無
理
案
資
料
駆
編
』
第
三
輯
、
　
＝
一
四

　
〇
1
一
二
照
二
頁
、
参
照
。

＠
　
　
『
中
華
民
尊
母
福
案
資
料
罐
編
』
第
三
輯
、
　
　
四
七
一
…
一
四
七
三
頁
、
「
財

　
政
部
呈
」
、
「
裳
世
吉
批
令
」
。

⑳
）
　
『
大
公
報
恥
一
九
一
　
二
年
一
一
月
三
〇
日
、
　
一
二
月
｝
日
、
「
農
林
工
商
部
政

　
見
宣
言
書
」
。
中
国
第
二
歴
史
椹
露
量
本
家
五
編
『
張
轡
農
商
総
長
任
期
経
済
資

　
料
選
編
』
南
京
大
学
、
一
九
八
七
年
、
一
一
－
…
四
頁
。

＠
　
『
張
巷
農
商
総
長
任
期
経
済
資
料
選
出
』
一
七
四
…
一
七
五
、
一
七
九
頁
。
愛

　
国
璽
の
通
過
税
減
免
に
つ
い
て
は
清
末
以
来
、
商
工
業
者
か
ら
の
働
き
か
け
が
あ

　
つ
た
。
主
要
産
地
天
津
で
は
需
要
が
伸
び
た
一
九
〇
八
年
後
半
か
ら
内
地
税
局
の

　
障
害
に
苦
し
み
、
「
工
商
研
究
会
」
が
、
税
務
処
の
認
め
た
機
械
製
洋
貨
模
倣
品

　
の
例
を
援
用
し
、
一
回
の
納
税
で
全
国
に
流
通
で
き
る
よ
う
申
請
し
て
い
た
（
『
大

　
公
報
』
「
九
｝
O
年
＝
一
月
二
九
目
、
「
苛
税
累
商
」
）
。
工
商
研
究
会
に
つ
い
て

　
は
『
天
津
文
史
資
料
選
輯
』
第
四
一
輯
、
｝
九
八
七
年
、
所
収
の
拙
稿
参
照
。

⑱
　
『
張
轡
農
商
総
長
任
期
経
済
資
料
選
編
』
二
七
三
－
二
七
六
頁
。

⑭
　
　
『
路
政
編
』
（
四
）
、
二
五
一
五
－
二
五
一
九
頁
。

⑳
　
註
⑫
に
同
じ
。

⑱
　
『
巾
華
昆
国
建
国
史
』
第
二
編
第
二
章
「
政
府
與
政
治
」
参
照
。

⑭
　
『
申
報
』
一
九
一
五
年
六
月
二
四
臼
、
「
津
浦
路
参
案
（
二
）
」
。
同
、
二
五
、

　
「
津
浦
案
之
暑
中
消
息
」
。
醐
、
二
八
日
、
「
津
浦
路
案
之
捜
索
人
証
」
。
論
理
華

　
は
漸
江
蘭
鋸
県
人
。
一
八
八
○
年
頃
の
生
ま
れ
。
広
東
電
信
学
校
卒
。
九
七
年
京

　
奉
鉄
道
に
入
る
。
｝
九
〇
七
年
、
鉄
路
総
局
の
梁
士
詰
の
も
と
に
任
官
。

⑳
　
　
『
申
報
』
一
九
一
五
年
七
月
四
日
、
「
次
長
案
」
。
同
、
七
日
、
「
両
大
日
案
之

　
所
聞
」
。
同
、
八
月
九
尊
、
「
北
京
電
」
。
転
運
公
司
に
つ
い
て
は
、
高
振
華
「
鉄

　
路
転
運
公
司
及
貨
運
服
務
事
業
」
『
鉄
路
・
電
畜
七
十
五
週
年
紀
念
刊
』
近
代
中

　
国
史
料
叢
刊
続
編
（
一
九
七
四
－
七
八
年
）
第
九
三
輯
九
二
四
所
収
、
お
よ
び
、

　
同
書
一
＝
頁
、
参
照
。
「
機
敏
鉄
路
転
運
公
司
試
辮
簡
章
」
は
『
商
務
官
報
』
己

　
酉
（
一
九
〇
九
年
）
第
一
四
冊
望
穴
頁
に
掲
載
。

⑳
　
　
『
申
報
』
一
九
｝
五
年
七
月
七
日
、
「
両
大
参
案
番
所
聞
」
。
同
、
　
一
二
日
、

　
「
次
長
案
」
。
同
、
　
一
〇
月
二
七
臼
、
「
羅
通
公
司
伝
単
釜
湯
結
果
」
。
『
時
報
』
一

　
五
年
一
〇
月
二
七
日
、
「
平
政
院
査
明
墜
通
公
司
伝
単
呈
文
」
。

⑳
愈
誠
之
編
『
遽
篭
三
門
』
文
海
出
版
桂
、
一
九
六
八
年
（
一
九
三
〇
年
石
印
本

　
景
印
）
、
近
代
中
国
史
料
叢
刊
第
十
六
輯
所
収
、
（
三
）
、
六
〇
…
六
｝
頁
。

⑳
　
『
遽
奄
彙
稿
』
（
三
）
、
三
一
－
三
二
頁
。

⑭
　
『
土
止
篭
先
生
別
伝
』
一
…
四
一
一
｝
竃
頁
。

⑳
　
　
『
申
報
』
　
一
九
一
五
年
六
月
ニ
ニ
日
、
「
篤
”
電
」
。
　
㎜
回
、
　
二
四
日
、
　
「
津
　
浦
…
路
参

　
案
（
二
）
」
。
十
八
社
の
経
営
情
況
に
つ
い
て
は
、
『
時
報
』
｝
九
一
三
年
三
月
一

　
一
日
、
「
軽
爆
鉄
路
転
運
公
司
近
況
」
。

⑯
　
　
『
時
報
』
一
九
一
五
年
六
月
一
一
五
日
、
「
交
通
部
応
酬
聞
」
。
同
、
七
月
一
五
日
、

　
「
交
通
部
之
巽
窮
」
。
同
、
九
月
二
九
日
、
「
交
通
部
品
聞
」
。
『
二
一
』
一
五
年
八

　
月
二
〇
日
、
「
路
郵
術
政
之
最
近
改
輩
進
談
」
。
交
通
部
へ
の
正
式
報
告
に
よ
る
営

　
業
収
支
の
額
は
『
交
通
史
路
三
編
』
参
照
。

⑳
　
　
『
申
報
甲
』
　
一
九
一
五
年
山
ハ
月
二
四
門
R
［
、
「
津
u
浦
…
路
参
案
（
二
）
」
。
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⑱
　
『
申
登
山
一
九
一
五
年
七
月
八
日
、
「
参
案
後
之
津
浦
路
」
。
岡
、
九
日
、
「
鉄

　
路
参
案
之
近
聞
」
。
遠
路
局
職
員
の
数
は
、
京
漢
が
七
二
九
、
京
奉
が
六
六
二
、

　
薮
椿
が
四
九
七
、
津
浦
が
四
七
三
で
あ
り
、
他
の
九
鉄
道
を
合
わ
せ
一
三
鉄
道
で

　
計
三
七
五
八
人
と
な
っ
て
い
る
（
『
支
那
』
七
…
＝
、
大
正
五
年
六
月
）
。

⑳
　
陶
菊
隠
『
北
洋
軍
閥
統
治
時
期
史
話
』
三
聯
書
店
、
一
九
五
七
年
初
版
、
七
八

　
年
版
、
第
二
冊
、
一
一
一
三
一
…
二
四
頁
。

⑩
　
　
『
工
甲
報
』
　
一
九
｝
五
年
六
日
刀
二
一
二
日
、
「
山
尋
口
説
」
。
　
同
、
　
二
六
口
H
、
　
「
藩
論
佃
路
参

　
案
近
聞
」
。
『
時
報
』
一
五
年
六
月
二
六
日
、
「
日
下
新
聞
」
。

＠
　
『
大
公
報
』
～
九
一
五
年
一
〇
月
七
日
、
「
平
政
院
第
一
次
公
開
津
浦
路
案
紀

　
略
」
。
他
に
『
時
報
』
一
〇
月
九
、
一
毛
…
三
〇
日
、
『
申
報
』
　
○
月
白
、
二
一
、

　
二
八
日
1
　
一
月
一
日
の
裁
決
書
等
。

＠
　
　
『
蒔
報
』
一
九
　
五
年
八
月
前
碕
、
「
路
案
之
要
聞
」
。

㊥
　
註
⑲
お
よ
び
、
李
下
農
『
中
国
近
百
年
政
治
史
』
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
五

　
七
年
初
版
、
七
七
年
版
、
混
酸
、
四
二
五
頁
。
九
月
に
は
婁
世
凱
と
梁
±
訟
と

　
の
間
で
了
解
が
つ
い
た
も
の
か
裳
は
、
梁
の
「
参
案
に
た
い
す
る
真
義
な
処
置
」

　
等
、
国
事
に
尽
力
し
た
功
績
に
た
い
し
、
二
等
勲
位
を
授
け
る
こ
と
を
了
承
し
て

　
い
る
（
『
大
公
報
』
一
九
｝
五
年
一
〇
月
一
日
、
「
梁
総
長
之
殊
栄
」
）
。

⑭
　
『
大
公
報
』
一
九
一
五
年
一
〇
月
一
五
日
、
「
梁
瀬
孫
之
国
体
密
命
」
。
同
、
一

　
九
日
、
「
関
皆
済
聖
帝
網
之
近
訊
」
。
同
、
三
〇
日
、
「
財
政
部
詳
論
舞
集
款
項
之

　
辮
法
」
。

⑯
　
張
国
塗
「
洪
憲
遺
聞
」
、
政
治
協
商
会
議
全
国
委
員
会
『
文
史
資
料
選
輯
』
、
第

　
一
輯
、
一
九
六
〇
年
。

⑳
　
無
相
湘
「
〃
五
路
商
神
”
與
〃
二
総
統
”
梁
士
訟
」
『
伝
記
文
学
』
四
四
一
四
、

　
一
九
八
四
年
照
月
。

＠
　
　
『
年
譜
』
上
冊
、
二
六
七
一
二
六
八
頁
。
『
選
辞
彙
稿
』
（
三
）
六
〇
1
六
一
頁
。

⑯
　
『
申
報
』
一
九
一
五
年
六
月
二
三
目
、
訳
電
、
お
よ
び
註
⑰
。
周
学
熈
は
鶴
安

　
会
に
同
調
せ
ず
、
そ
の
後
、
過
労
を
理
由
に
休
暇
を
取
り
（
一
六
年
四
月
の
免
職

　
ま
で
）
、
裳
政
権
宋
期
に
は
政
界
か
ら
離
れ
た
。

⑲
　
淡
鴻
助
「
清
末
斑
初
交
通
界
領
導
者
－
葉
田
紳
」
上
，
下
、
『
伝
記
文
学
』
箪

　
ニ
ー
三
、
一
九
七
八
年
三
月
。
ま
た
、
独
立
採
算
綱
は
交
通
部
の
潤
沢
な
資
金
を

　
保
証
す
る
「
自
由
会
計
」
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
批
判
を
浴
び
て
い
た
（
『
時
報
』

　
一
九
一
五
年
七
月
五
日
、
「
興
亜
（
　
）
」
）
。
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む

す

び

　
工
商
・
農
商
総
長
張
轡
は
、
董
金
欄
度
の
弊
害
が
市
場
の
拡
大
に
比
例
し
て
増
大
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
制
度
自
体
の
廃
止
を
め
ざ
し
て
い

た
。
こ
う
し
た
要
求
は
民
族
産
業
の
発
展
に
、
全
国
市
場
に
お
け
る
迅
速
な
流
通
が
不
可
欠
の
要
件
と
な
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
り
、
十
九
世

紀
後
半
段
階
と
は
異
な
る
、
裁
萱
運
動
の
立
脚
点
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
要
求
は
、
政
策
決
定
、
実
施
過
程
で
屈
折
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
。
た
し
か
に
第
二
革
命
以
前
に
議
決
さ
れ
た
門
寓
徴
標
運
」
方
式
は
、
運
賃
を
課
税
基
準
と
し
て
税
額
を
抑
え
、
と
り
わ
け
楚
局
を
撤

去
し
て
流
通
障
害
を
除
去
す
る
と
い
う
点
で
画
期
的
な
解
決
策
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
制
度
の
全
廃
で
は
な
く
、
交
通
部
案
に
事
態
改
善
の



津滞鉄道瞳金局の廃止と復活（林原）

接
点
を
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
案
に
託
さ
れ
た
交
通
部
の
真
意
を
、
輸
送
の
円
滑
化
と
い
う
経
済
的
理
由
に
の

み
帰
す
の
は
疑
問
で
あ
り
、
や
が
て
「
抗
据
」
と
し
て
政
争
の
手
段
と
さ
れ
る
要
素
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
壷
局
復
活
へ
の
過
程
は
、
第
二
革
命
後
の
政
局
の
展
開
と
表
裏
し
て
い
た
。
一
九
一
五
年
六
月
初
の
塗
壁
鉄
道
麓
金
再
開
は
、
三
次
長
参
案
、

交
通
大
楽
案
の
前
触
れ
で
も
あ
り
、
こ
の
流
れ
の
中
で
、
鉄
道
欝
金
問
題
は
派
閥
の
資
金
問
題
に
駿
小
化
さ
れ
、
そ
の
派
閥
を
操
る
営
業
凱
に

よ
っ
て
帝
制
遂
行
の
具
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
民
初
実
業
振
興
政
策
の
す
べ
て
が
、
政
治
的
利
害
関
係
に
左
右
さ
れ
た
と
い
う
の
で

は
な
い
。
工
商
部
に
よ
る
全
国
工
商
会
議
の
設
定
、
農
商
部
の
税
麓
減
免
政
策
の
実
施
な
ど
の
意
義
は
評
価
す
べ
き
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
婁

政
権
下
の
実
業
政
策
の
実
効
性
は
、
政
界
の
旧
革
命
派
、
立
憲
派
、
北
洋
派
内
各
派
閥
の
動
向
、
力
関
係
の
枠
組
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
は
、

的
確
な
評
価
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

　
最
後
に
事
実
経
過
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
く
な
ら
ば
、
貨
捕
再
開
後
の
八
月
、
交
通
部
は
再
度
、
支
払
鉄
道
壷
金
撤
廃
案
を
国
務
会
議
に
提

出
し
、
議
決
さ
れ
た
。
し
か
し
、
財
政
、
交
通
両
部
の
協
議
に
回
さ
れ
た
が
補
填
額
で
折
り
合
わ
ず
、
そ
こ
で
財
政
部
は
、
数
年
前
の
通
行
税

案
を
鉄
路
運
輸
税
と
呼
称
を
変
え
、
貨
物
に
は
運
賃
の
三
十
％
を
課
税
し
各
駅
で
代
理
微
聾
す
る
案
を
提
出
し
た
。
交
通
部
は
税
率
二
十
％
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

対
案
を
出
し
一
年
近
く
交
渉
し
た
が
、
結
局
、
財
政
部
の
譲
歩
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
交
通
部
は
ひ
き
つ
づ
き
撤
廃
案
を
提
出
す
る
が
、
津
浦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

鉄
道
商
貨
統
掲
局
は
財
政
権
直
轄
の
ま
ま
存
続
し
、
毎
年
ほ
ぼ
百
四
十
二
万
元
の
税
収
を
計
上
し
た
。
津
蟹
の
ほ
か
、
省
政
府
等
か
ら
掲
揚
を

設
置
さ
れ
た
国
有
鉄
道
は
、
一
九
二
二
、
二
三
年
頃
、
京
漢
、
正
太
、
沐
洛
、
開
徐
、
広
九
、
三
十
、
膠
済
、
朧
海
、
湛
寧
、
勢
漢
の
十
鉄
道

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
膠
済
の
み
が
「
寓
徴
於
運
」
方
法
を
と
り
収
入
額
も
不
詳
で
あ
る
が
、
こ
の
外
の
十
鉄
道
の
壷
金
収
入
総
額
は
三
百
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

元
を
上
回
る
と
み
ら
れ
、
そ
の
な
か
で
津
浦
の
額
は
、
こ
れ
に
次
ぐ
第
千
の
七
〇
万
五
千
元
に
ほ
ぼ
倍
す
る
。
こ
の
の
ち
、
各
派
軍
閥
が
種
々

の
名
目
で
鉄
道
沿
線
に
設
饗
し
て
徴
税
し
、
あ
る
い
は
路
局
に
付
帯
徴
収
さ
せ
、
付
加
税
が
正
常
運
賃
の
二
倍
を
越
え
る
例
も
生
じ
る
よ
う
に

な
る
。
一
九
三
一
年
、
国
有
鉄
道
沿
線
の
徴
税
機
関
数
は
、
津
浦
の
＝
二
九
、
京
北
の
一
三
三
を
は
じ
め
、
十
七
路
線
で
合
計
八
七
八
ヵ
所
に

　
　
　
④

の
ぼ
っ
た
。
壷
金
制
度
は
、
三
一
年
に
国
民
党
政
府
が
関
税
自
主
権
の
回
復
と
岡
時
に
、
そ
の
支
配
地
域
で
一
応
の
廃
止
に
こ
ぎ
つ
け
る
ま
で
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存
在
し
、
鉄
道
驚
金
は
中
国
の
資
本
主
義
発
展
に
弊
害
を
も
た
ら
し
た
。

①
『
路
政
編
』
（
四
）
、
二
五
六
五
－
二
五
六
八
頁
。
黒
石
毅
前
掲
君
、
正
編
上

冊
、
第
二
編
二
四
七
i
二
四
九
頁
。
毛
管
復
活
後
、
津
浦
鉄
道
は
競
合
す
る
運
河

　
や
膠
済
（
劃
策
）
鉄
道
に
貨
物
を
吸
収
さ
れ
、
　
｝
方
、
心
事
鉄
道
は
毎
月
十
四
万

　
余
割
の
増
収
と
な
っ
た
　
（
『
路
面
編
』
）
。
膠
済
は
債
権
国
ド
イ
ツ
等
の
反
対
で
螢

　
金
は
免
除
さ
れ
て
い
た
た
め
津
浦
の
縫
局
再
開
以
来
、
天
津
あ
る
い
は
上
海
と
済

　
南
間
の
貿
易
は
青
島
経
由
で
膠
済
に
吸
収
ざ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
商
民
は

　
津
浦
鉄
道
を
忌
避
し
、
旧
来
の
斑
船
か
馬
、
＝
輸
車
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
（
『
支

　
那
』
六
一
一
五
、
大
正
四
年
八
月
、
「
津
　
浦
麓
金
税
と
山
東
」
）
。
　
日
本
の
報
告
も

　
膠
済
、
津
浦
の
選
択
に
お
い
て
中
金
の
有
無
を
重
要
視
し
て
い
る
（
農
商
務
省
商

　
工
局
『
青
島
及
済
南
地
方
経
済
購
情
』
一
九
【
四
年
、
二
八
頁
）
。
な
お
膠
済
側

　
の
運
賃
引
き
下
げ
、
接
客
態
度
の
改
善
等
の
経
営
努
力
も
貨
物
吸
収
の
要
因
で
あ

　
つ
た
が
、
「
愚
輩
一
事
に
つ
い
て
（
津
浦
）
全
路
で
使
用
す
る
人
員
は
数
百
人
を

　
下
ら
な
い
。
税
率
が
繁
雑
で
迅
速
に
で
き
な
い
」
と
い
う
驚
局
の
存
在
自
体
が
、

　
鉄
道
の
機
能
に
老
っ
て
致
命
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
　
（
『
申
報
』
　
一
九
一
五
年
一

　
一
月
七
日
「
紀
津
蟹
南
段
近
事
」
。
同
、
九
月
一
〇
臼
「
中
日
間
之
路
利
輿
税
収

諏
」
）
。

②
『
中
華
畏
姻
耳
管
案
資
料
醸
編
』
第
三
輯
、
一
鶴
八
六
1
｝
四
九
　
頁
。
費
士

　
毅
前
掲
書
、
続
編
上
冊
、
第
二
編
四
五
〇
、
四
八
一
青
ハ
、
同
、
第
一
編
三
〇
六
頁
。

　
津
浦
鉄
道
の
益
金
実
収
は
、
一
九
二
〇
、
一
竺
、
二
二
年
の
平
均
で
百
十
万
元
。

③
製
糖
経
済
学
社
輯
『
重
税
問
題
翠
蔓
』
中
国
経
済
学
社
盗
賊
、
一
九
二
六
年
、

　
近
代
中
国
史
料
三
門
第
三
編
第
四
西
輯
所
収
、
三
〇
1
三
一
頁
。

④
旛
汝
成
前
掲
書
、
五
二
〇
1
五
二
四
頁
。

144 （318）

補
　
註商

民
の
津
浦
鉄
道
葭
金
反
対
運
動
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
民
国
初
期
の
商
工
業
者
の
裁
贅
要
求
」
（
『
孫
文
研
究
』
第
一
七
号
、
一
九
九
四
年
一
二
月
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
り
ん
ぱ
ら
　
ふ
み
こ
　
関
西
外
国
語
大
学
助
教
授

）



The　Abolition　and　’Restoration　Of　the・Jinptt　Line　lijzt

津浦路三局：AStudy　of　Economic　Policies　under　the

　　　　　　　　　　　Yuan　Shikai　Administration

RIMBARA　Fumiko

　　The　economic．　policies　under　the　Yuan・　Shikai　administration　are

considered　to　be　one　oi　the．major　factors　that　sped　up　economic　deve－

lopment　in　modern　Chipa，．but　their　effectiveness　has　not　yet　been

prQven．．　The　qim　of　this　paper．　is　to　study　the　changes　of　attitude　on

the．　part　of．・Yuan？s・　administration　regarding　the　issue　of　taxation　on

railrQad・．　transportation．

　　In　the　twenty－eighth　year　of　Guangxu光緒（1902），　Zhang　Zhidong，

the　governor　general　of　Huguang湖広総督，．　imposed　a　2．5％ad　velorem

passagel　tax　（lijin労金）　on　cargoes　transported　by　t雌e．　Luhan　line．1藍防

禦（京漢路）i箪．．order　to　ipcrease　IQca1．9Qvernm．ent　revenues．　This

Jingkan．　system（Ji草ghan　Chengli京漢成例）was　soon　adopted　by　major

railway／，　linesj　resulting　in　an　increase　in　transportation　costs，　and　deiays

in　．　the　circulation　Q．f　goods．　an．d　・merchandise　caused　by　inspection，　fiaws

that・　could　have　，　been　／fatal　tQ・．，a　．　modern　transportation　system．

　　At．the　end　of　1912，．lthe　govemor　of　Jiangsu江蘇都督applied　to　the

central　government　for　permission　to　introduce　a　passage　tax　on　the

Jinpu　Line．　The　Ministry　of　Transportation（Jiaotong＝bu交通部）then

proposed　that　the　1加ka．三局一k（勿’in　barrier）be　abolished．　In　its

place，　lijin．would・．　be．　included　in　the　regular　railway　fare，　and　would

be…¢o11ected　by、　the　luju路局（the　system　of．“yz｛zheng　yuツz〃z寓徴於

運f7．．）President、．Yuan　Shikai　and　the　Finance　Minister　agreed　to　the

proposal，　and　a　bill，for／the　／abolition・・of　the　railway　li7’u　was　．　passed　in

the．，Guowu　huiyi国務会議in　February　1913．　In　September　the　Jinpu

liju．　was　closed　down．・．　・　ln／March　1915，　however，・　Zhou　Xuexi，’　the　iMi　ni－

ster　of　Finance，　requested　that　the　liju　be　restored　and　be　placed　under

the　direct　control　of　the　Finance　Ministry，　Yuan　Skikai　gave　this

proposal　immediate　approva！．

　　An　irnportant　clue　for　this　drastic　change　in　policy　can　be　found　in

the　Transportation　Scanda正交通大弓案that　was　uncovered　in　June．

Zhou　Xuexi　accused　high－ranking　oficiais　in　the　Ministry　of　Transpor一
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tation　of　refusing　to　hand　over　lijin　（this　refusal　was　called　“kangy’uan

抗掲”）．This　scandal，　which　agitated　the　political　world，　came　to　a

close　as　soon　as　the　Ministry　of　Transportation　officials　announced　their

support　for　the　restoration　of　the　lmperial　regime．　The　scandal　had

been　carefully　planned　with　the　tacit　approval　of　Yuan　Shikai，　who

desired　to　be　emperor，　as　well　as　with　the　intention　of　strengthening

finances　of　the　central　government．　Economic　legislation　of　this　period

was　basically　determined　within　the　framework　of　Yuan’s　political

aspirations．
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